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序

論

十
世
紀
、
燕
雲
十
六
州
を
領
有
し
、
初
の
異
民
族

に
よ
る
中
国

征
服
王
朝
と
な
っ
た
契
丹
民
族
の
遼
朝

(
九

一
六
～

一
一
二
五
)

は
、
内
部
に
被
征
服
民
族
と
し
て
、
漢
人
の
み
な
ら
ず
渤
海
人
、

そ

の
他
多
数
の
民
族
を
含
む
民
族
複
合
国
家
で
あ

っ
た
。
か
か
る

国
内
を
統
治
す
る
た
め
に
、
遼
朝
が
精
神
的
紐
帯
と
し
て
採
用
し

①

た
の
が
、
世
界
宗
教
た
る
仏
教

で
あ
る
。
歴
代
皇
帝

の
保
護

・
崇

拝
を
受
け
た
仏
教
は
、
遼
代
文
化

の
代
名
詞

に
も
等
し
い
程
の
盛

況

ぶ
り
を
現
出
さ
せ
た
。

こ
の
遼
代
仏
教
の
特
徴
が
、
盛
唐

の
教
義
仏
教
を
受
継
ぐ
も

の

で
あ

っ
た
の
は
、
遼
朝
が
領
有
し
た
燕
雲
十
六
州
が
、

い
わ
ゆ
る

「
河
北
の
地
」
で
あ
り
、
会
昌
の
廃
仏

(
八
四
五
)
の
時
も
、
旧

来
仏
教
が
打
撃
を
受
け
ず
保
存
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ

が
遼
代
に
受
継
が
れ
、
再
び
盛
況
を
迎
え
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で

あ

る
。

遼
朝
下
の
仏
教
文
化
は
、
当
時
遼
と
対
峙
し
て
い
た
漢
民
族

の

自

王
朝

で
あ
る
宋
王
朝
下
の
仏
教

に
比
べ
て
、

一
時
代
遅
れ
た
文

化

で
あ

っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
遼
朝
の
採

っ
た
国
家

仏
教

に
よ
る
国
内
統
治
政
策

は
、
遊
牧
民
族
で
あ

っ
た
契
丹
人
に

比
べ
、
遙
か
に
高
度
な
文
化
を
持

つ
被
征
服
民
族
の
漢
人
を
宣
撫

し
人
心
を
収
掩
し
て
支
配
す
る
、
と
い
う
面

で
は
、
意
外
な
程
の

成
功
を
納
め
た
の
で
あ
る
。

遼
代
仏
教
の
担
い
手
は
、
実
際
に
は
、
被
征
服
民
族
で
あ
る
漢

人
で
あ

っ
た
。
僧
侶
に
し
て
も
そ
の
殆
ど
が
漢
人
で
あ

っ
た
こ
と

は
ま
た
、
漢
人
が
文
化
の
中
心
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
遼

の

南
京
析
津
府
、
即
ち
燕
京

(
現
在
の
北
京
)
が
仏
教
の
中
心
地
で

あ

っ
た
こ
と
も
そ
う
で
あ
る
。
遼
代
仏
教
と

は
つ
ま
り
、
漢
人
仏

教

・
中
国
的
仏
教
に
他
な
ら
な
い
、
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
中
国
的
仏
教
で
あ
る
遼
代
仏
教
の
盛
況
ぶ
り
を
示
す

一
つ

の
例
と
し
て
、
邑
会
、
特
に
遼
代
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
千
人

邑
会
の
活
躍
を
挙
げ
ら
れ
る
。
邑
会
は
、
遼

朝
下
の
被
支
配
層
で

あ

っ
た
漢
人
の
、
し
か
も

一
般
庶
民
の
仏
教
受
容

の
様
子
を
知
る

最
も
重
要
な
史
料
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
実
際
に
、
こ
の
遼
代

の
邑
会
に
つ
い
て
の
考
察
を
し
て

ゆ
き
た
い
。
尚
、
そ
の
際
、
遼
代

の
み
な
ら
ず
、
邑
会
を
発
生
か

ら
振
返
り
、
後
代
に
も
考
察
を
加
え
、
そ
の
歴
史
の
中
に
遼
代
邑

会
を
位
置
づ
け
た
い
。
そ
し
て
な
ぜ
契
丹
治
下
、
邑
会
が
盛
ん
に

行
わ
れ
た
か
、
な
ぜ
特
に

「
千
人
邑
会
」
な
る
形
を
と
る
も
の
が

発
生
し
盛
ん
に
行
わ
れ
た
か
、
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
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b.燕 代十六州 の略 図(同 上)
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第

一
章

遼
代
千
人
邑
会
に
つ
い
て

邑
会
と
は
、
仏
教
信
仰
を
紐
帯
と
し
て
様

々
な
仏
教
的
事
業
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
始
ま

り
は
、
南
北
朝
時
代
に
見
ら
れ
る
。
北
朝
か
ら
唐
初
に
か
け
て
造

像
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
背
後
に
は
、
邑
会
の
絶
大
な
活
躍
が
あ

っ

た
。
遼
代

一
般
社
会
に
浸
潤
し
た
仏
教
の
盛
況
に
も
ま
た
、
諸
寺

の
造
営

・
造
像

・
造
塔
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
の
邑
会

の
果
し
た

役
割
の
大
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
特
に
邑
会
が
、
遼
、
及
び

金
代
に
お
い
て
特
徴
と
す
る
の
が
千
人
邑
会
の
存
在
で
あ
る
。
こ

の
千
人
邑
会
の
活
躍
は
、
最
も
漢
人
庶
民
層
の
仏
教
受
容
の
様
を

知
る
も
の
と
し
て
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。

遼
代
に
お
け
る
邑
会
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
特
に
野
上
俊
静
氏

②

の
研
究
が
あ
り
、
そ
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
彩
だ
大
き
い
。
こ
れ

よ
り
遼
代
の
邑
会

(特
に
千
人
邑
会
)
に
つ
い
て
、
主
に
野
上
氏

の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
参
考
に
、
更
に
考
察
を
深
め
て
み
た
い
。

第

一
節

遼
代
邑
会

の
盛
況

そ
れ
で
は
、
実
際

に
遼
代
邑
会
の
盛
ん
な
様
子
を
見
て
み
よ
う
。

邑
会
を
知
る
史
料
と
し
て
は
、
金
石
文
中
に
残
る
も
の
し
か
な
い

の
が
実
情
で
あ
る
。
野
上
氏
に
よ
っ
て
渉
猟
さ
れ
提
示
さ
れ
た
、

金
石
文
中
に
見
ら
れ
る
邑
会
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈲(b)
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仙
露
寺
葬
舎
利
佛
牙
石
匝
記

(
天
緑

三
年

(
九
四
九
)

『
遼
文
存
』
巻
四
)

重
修
萢
陽
白
帯
山
雲
居
寺
碑

∩
王
正
撰

応
暦
十
五
年

(九
六
五
)

『
同
』
巻
五
〕

重
修
雲
居
寺
碑
記

〔
智
光
撰

統
和

二
十
三
年

(
一
〇
〇

五
)

『
同
』
巻
四
〕

廣
濟
寺
碑

〔
宋
璋
撰

太
平
五
年

(
一
〇

二
五
)

『
同
』

巻
五
〕

石
無
山
遵
化
寺
碑

〔
王
楚
撰

重
煕

十

一
年
(
一
〇
四
三
)

『
同
』
巻
五
〕

彌
陀
邑
特
建
起
院
碑

〔威
雍
元
年

(
一
〇
六
五
)

『
日
下

蕾
聞
』
巻

一
七
補
遺
)

斬
信
等
邉
塔
記

〔
大
安
六
年

(
一
〇
九
〇
)

『遼
文
存
』

巻
六
〕

京
西
戒
壇
寺
陀
羅
尼
憧
並
記

〔
太
康

三
年

(
一
〇
七
七
)

『金
石
粋
篇
』
巻

一
五
三
〕

易
州
興
國
寺
太
子
誕
聖
邑
碑

〔
方
僻
撰

壽
昌
四
年

(
一

〇
九
八
)

『
遼
文
存
』
巻
五
〕

金
山
演
教
院
千
人
邑
記

〔
韓
温
教
撰

乾
統
三
年

(
=

〇
三
)

『
同
』
巻
四
〕
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Gの

永
樂
村
感
鷹
舎
利
石
塔
記

〔
志
才
撰

天
慶
十
年

(
一
一

二
〇
)

『同
』
巻
六
)

他

に
塚
本
善
隆
氏
に
よ
り
示
さ
れ
る
邑
会

ω

大
遼
琢
州
雲
居
寺
供
塔
燈
邑
記

〔
行
鮮
撰

乾
統
十
年

(
一
一
一
〇
)

『同
』
巻
四
〕

こ
れ
ら
は
金
石
文
中
邑
会
の
存
在
を
認
め
得
る
ほ
ぼ
主
な
も
の

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
尚
、
こ
れ
ら
記
録
に
残
る
邑
会
の
存
在
の

裏

に
は
、
記
録
に
残
ら
な
か
っ
た
そ
の
他
多
く
の
邑
会
の
存
在
が

想
像

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

6

石
経
山
雲
居
寺
千
人
邑
会
の
活
躍

ま
ず
、
遼
代
邑
会
の
活
躍
ぶ
り
を
示
す
の
に
最
も
典
型
的
な
も

の
と
し
て
取
上
げ
る
の
が
、
有
名
な
石
経
山
雲
居
寺
所
有
の
千
人

邑
会

で
あ
る
。

濠
州
石
経
山
雲
居
寺
に
お
け
る
大
蔵
経
石
刻
事
業
の
再
会
が
、

遼
代
仏
教
二
大
事
業
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ
の
時
代

の
、
仏
教

の
盛
況
を
伝
え
る
最
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

房
山
石
経
の
刻
造
事
業
は
、
階
代
、
僧
静
碗
に
よ

っ
て
始
め
ら

れ
、
唐
末
五
代
の
乱
世
で

一
時
中
断
し
て
い
た
の
が
、
遼
代
に
な

り
再
び
続
刻
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
と

し

て
ま
ず
、
雲
居
寺
寺
塔
重
修
が
大
規
模
に
遂
行
さ
れ
、
こ
の
契

丹
治
下
の
雲
居
寺

の
活
況
は
実

に
著
し
い
も

の
が
あ

っ
た
。
今
に

残
る
遼
代
大
蔵
経
石
刻
の
大
事
業
は
、
主
に
聖
宗

・
興
宗

・
道
宗

③

の
三
代
の
援
助

に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
た
。
そ

の
後
も
通
利
大
師
ら

が
民
間
の
浄
財
を
集
め
続
刻
を
行

っ
た
。
こ
の
事
業
は
、
帝
室
の

絶
大
な
援
助
と
民
間
有
志

の
努
力
に
よ

っ
て
行

い
え
た
と
言
え
る

の
だ
が
、
雲
居
寺
重
修
事
業
に
現
わ
れ
る
千
人
邑
会
が
、
そ
の
盛

況
を
支
え
る
経
営
の
母
体
と
し
て
果
し
た
役
割
も
ま
た
、
多
大
な

も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

　

　

　

ω

は
、
碑
額
に
題
し
て

「重
修
雲
居
寺
壼
千
人
邑
之
碑
」
と
あ

る
。
こ
こ
に
我

々
は
千
人
邑
会

の
存
在
を
知

る
の
で
あ
る
。
碑
文

は
千
人
邑
会

に
つ
い
て
次

の
様

に
記
し
て
い
る
。

　

今
之
所
γ紀
、
但
以
二
謙
調
等
ハ

同
徳
経
螢
、
協
力
唱
和
、
結
二

　

　

　

　

　

一
千
人
之
肚
ハ
合
二
一
千
人
之
心
幻

春
不
レ
妨
レ耕
、
秋
不
レ慶
レ

穫
、
立
二其
信
一導
二其
教
司

無
二
貧
富
後
先
、
貴
賎
老
少

一、
施

有
二定
例
一、
納
有
二
常
期
刈
貯
一一於
庫
司

ハ
補
二
藪
寺
敏
↓

緬

、
④

那

之
最
者
、
有
前
琢
將
天
水
公
旬
…

寺
主
謙
認
を
中
心
に
し
て
雲
居
寺
で
千
人
邑
会
が
結
成
さ
れ
た
。

そ
れ
は
同
寺

の
経
済
的
協
力
を
目
的
に
結
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

邑
会
の
会
員

に
対
し
て
寺
側
は
、
春
秋

の
耕
作
収
穫
の
農
繁
期
を

除
い
た
閑
期
を
利
用
し
て
彼
ら
に
仏
教
信
仰

の
指
導

(
法
施
)
を

行

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
会
員
は
貧
富
貴
賎
に
拘
ら
ず

一
定
の
常
期
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の
納

(財
施
)
を
行

っ
た
。
寺
の
庫
司
に
こ
れ
を
蓄
え
寺
用

に
用

い
た
。

前
琢
将
天
水
公
、
朧
西
の
某
な
ど
が
維
那
と
し
て
名
が
あ
り
、

こ
の
邑
会
の
有
力
な
幹
事
役
と
な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
前
述
の
農
耕
を
妨
げ
ず
と
か
貧
富
貴
賎
な
く
な
ど
の
言
葉
か

ら
、
こ
の
邑
会
が
、
会
員
を
士
庶
を
選
ぽ
ず
近
郊
の

一
般
庶
民
在

家

の
人

々
を
多
く
含
み
、
社
会

に
広
く
結
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
様
な
大
規
模
な
邑
会
を
結
成
な
ら
し
め
た
の
は
、
実
に
社

会

上
下
に
仏
教
が
深
く
浸
透
し
て
い
た
結
果
で
あ
る
。
当
時
の
人

々
の
仏
教

へ
の
熱
狂
ぶ
り
を
同
碑
文
に
四
月
八
日
の
仏
誕
日
の
様

を
挙
げ
て
述
べ
て
い
る
。
当
日
は
、
各
地
の
信
者
か
ら
維
摩
経
の

「
香
積

の
食
」
に
な
ぞ
ら
れ
る
盛
大
な
食
物
の
供
養
が
行
わ
れ
、

山

上
山
下
を
雑
踏
せ
し
め
、
熱
狂
し
た
信
者
の
中
に
は
指
を
焚
き

頭

に
香
を
焚
き
、
或
は
命
を
捨
て
て
仏
に
供
養
す
る
者
さ
え
現
わ

れ
る
程
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
塚
本
氏
は
、

今
こ
の
石
経
山
は
、
五
百
年
に
垂
ん
と
す
る
石
経
に
よ

っ
て
、

「
会
昌
之
殿
」
も
催
る
こ
と
は
な
く
仏
の
説
法
即
ち
法
宝
を
現

在
に
伝
え
、
更
に
万
代
に
伝
え
得
る
聖
地
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

山
下
雲
居
寺
並
び
に
山
上
石
室
附
近
に
於
け
る
こ
の
日
の
法
儀

は
、

一
層
仏
徒
の
感
激
を
深
く
し
、
次
第
に
盛
大
に
な
り
地
方

の
有
力
な
年
中
行
事
的
な
祭
り
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
唐
代
に
で
き
た
義
飯
庁
を
中
心
に
行
な
わ
れ
た
参
詣
者

へ

の
食
物
供
養

は
、
益

々
多
数

の
参
詣
者
を
誘
引
し
た
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
こ
の
善
根
功
徳
を
つ
む
事
業
を
め
ぐ

っ
て
、
信
者

の

結
社
例
え
ば
千
人
邑
会
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
も
、
或
は

　

　

　

　

　

　

地
方
別
に
或

は
職
業
別
に
出
来
て
い
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。

と
、
仏
誕
日
に
対
す
る
人
々
の
熱
狂
も
ま
た
千
人
邑
会
を
生
む
に

至

っ
た
背
景
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
唐
末
五
代

の
戦
乱
で
衰
退
し
て
い
た
雲
居
寺
は
、
十

五
年

に
亘
る
謙
颯

の
努
力
に
よ
り

一
新
さ
れ

た
。
前
燕
京
侍
中
蘭

⑤

陵
公
趙
延
寿
夫
妻
ら
貴
族
の
財
的
援
助
も
受
け
て
で
は
あ
る
が
、

大
規
模
な
庫
堂

・
厨
房

・
転
輪
仏
殿

・
暖
庁

・
講
堂

・
碑
楼

・
東

庫

・
梵
網
経
廊
な
ど
建
物
が
次

々
に
建
築
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
そ

の
経
営
母
体
た
る
千
人
邑
会
の
力
が
い
か
に
大
で
あ

っ
た
か
知
れ

る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
や

っ
と
再
建
な

っ
た
雲
居
寺

は
、
そ
の
後
再
び
戦

⑥

禍
に
巻
込
ま
れ
損
傷
を
受
け
る
。
が
、
演
淵

の
盟
が
成
る
と
遼
国

内
の
経
済

・
文
化
の
充
実
を
受
け
て
、
雲
居
寺
は
再
重
修
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

㈲

そ
れ
を
示
す
の
が

「
重
修
雲
居
寺
碑
記
」
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
は
先
の
応
暦
重
修
の
際

の
千
人
邑
会
の
こ
と
を
載
せ
る
の
み

で
あ
る
。

皇
朝
鷹
暦
十
四
載
、
寺
主
芯
饗
謙
調
、
完
二
葺

一
寺
(
結
二邑
千
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人
叩

し
か
し
、
こ
の
重
修
に
お
い
て
も
、
前
回
千
人
邑
会
の
結
成
さ
れ

発
揮

さ
れ
た
社
会

一
般
に
広
く
人

々
の
力
を
合
わ
せ
た
援
助
協
力

団
体

が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
だ
が
、
残
念

な
が
ら
そ
れ
を
証
拠
づ
け
る
も
の
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
、
重
修
事
業
に
お
け
る
千
人
邑
会
の
活
躍
を
見
る
時
我

々

は
、
そ
の
後
雲
居
寺
で
再
開
さ
れ
た
刻
造
事
業
の
遂
行
を
可
能
に

し
た
の
が
、
た
だ
遼
帝
室
の
絶
大
な
保
護
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら

ず

、
こ
の
様
な
民
間
有
志
の
協
力

・
努
力
の
結
果
も
ま
た
要
因
で

あ

る
こ
と
と
確
信
す
る
の
で
あ
る
し
、
こ
こ
に
契
丹
人

・
漢
人
僧

侶

・
仏
教
徒
の
三
者
が

一
体
に
な

っ
て
、

一
つ
の
事
業

に
向
う
姿

を
想
像
す
る
。
千
人
邑
会
は
、
遼
の
仏
教
王
国
ぶ
り
を
支
え
る
社

会

の
末
端
ま
で
も
仏
教
と
い
う
紐
帯
で
結
び
つ
け
る
こ
と
に
成
功

し
た

一
つ
の
例
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ω

次
に
こ
こ
で

「
大
遼
源
州
雲
居
寺
供
塔
燈
邑
記
」
を
挙
げ

て
お
く
。
こ
の
琢
州
雲
居
寺
と
前
述
の
石
経
山
雲
居
寺
が
同

一
の

も

の
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
。
が
、
塚
本
氏
も
述
べ
る
如
く
両
老

⑦

は

一
応
、
無
関
係
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
は
、

「灯
邑
」

「
塔
邑
」
な
る
邑
会

の
存
在
を
記
し
て

い
る
。

　

　

　

是

以
燈
邑
高
文
用
等
、
與
〆
衆
誓
レ
志
、

毎
歳
上
元
、

各
揆
ご

(己

)
已

財

(
廣

設

二
燈

燭

ハ
環

二
於
塔

上

一
、

三
夜

不

γ
息

、
從

レ
昔

至

レ

　

　

　

　

今
、
殆
無
レ闘
焉
。
而
後
有
レ供
二
塔
邑
一、

僧
義
威
等
、

於
二佛

誕
之
辰
ハ
蟷
香
盤
食
、
以
供
二
其
所
(
花
菓
並
陳
、
螺
梵
交
響
、

若
緬
若
素
、
無
γ不
二響
鷹
↓
郁
郁
紛
紛
、
若
レ
斯
之
盛
也
。

高
文
用
ら
は

(舎
利
塔
を
中
心
に
)
灯
邑

を
結
び
、
毎
年
上
元

の
日

(
一
月
十
五
日
)
に
は
、
各

々
財
を
捨

て
三
夜
に
亘
り
塔
上

に
盛
ん
に
灯
燭
を
設
け
た
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
殆
ど
行
事
が
欠

け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
塔
邑
を
僧
義
威
等
が
組
織
し

た
。
仏
誕
日
に
は
、
こ
の
塔
に
香
花
飯
食
を
供
え
、
螺
梵

・
音
楽

の
法
要
な
ど
が
行
わ
れ
、
多
数
の
僧
侶
が
集

い
、
大
い
に
楽
し
む

こ
と
彩
し
か
っ
た
。

こ
の
塔
邑
が
、
石
経
山
雲
居
寺
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
仏
誕
日

を
祝
う
行
事
の
た
め
組
織
さ
れ
た
、
言
わ
ば
特
定
の
目
的
の
た
め

に
結
成
さ
れ
た
邑
会
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深

い

(
仏
誕
日
祝
賀
の

目
的
で
結
成
さ
れ
た
邑
会
に
は
、
ω
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
後
で
考
察
す
る
)。

こ
れ
ら
の
邑
会
に
つ
い
て
組
織

の
内
容
は

知
れ
な
い
し
、
千
人
邑
会
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
舎
利
塔
を
中
心
に
し
た
遼
代

琢
州
地
方
の
庶
民
信

仰
の
実
態
が
窺
わ
れ
る
。
灯
邑

・
塔
邑
は
、
庶
民
の
寺
院
を
中
心

と
し
た
信
仰

・
娯
楽

・
交
歓
の
会
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
た
。

⑧

こ
の
こ
と
は
田
村
実
造
氏
の
言
う
、

寺
院
が
、
人

々
の
信
仰
ぼ
か
り
で
な
く
娯
楽
な
ど
の
中
心
で
も

あ
り
、
人

々
は
僧
を
あ
が
め
、
寺
院
を
交
歓
の
場
と
し
た
こ
と
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は
、
仏
法

の
宣
揚

・
信
仰
の
普
及

・
文
化
の
指
導
伝
播
の
他
に
、

遼
朝

の
目
ざ
す
仏
教
治
国
の
目
的
、
貴
族
や
権
臣
ら
の
特
権
階

級
と
い
わ
ず
、
契
丹
人

・
漢
人
と
い
わ
ず
、
あ
る
い
は
官
吏

・

庶
民
の
別
な
く
、
社
会
上
下
の
融
和
を
は
か
る
媒
体
と
し
て
演

じ
た
役
割

の
予
想
外
に
大
き
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と

い
う
こ
と
の

一
つ
の
例
で
あ
ろ
う
。

房
山
雲
居
寺

の
千
人
邑
会
で
、
遼
代
仏
教
界

に
お
け
る
千
人
邑

会

の
華

々
し
い
活
躍
を
ま
ず
窺
う
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
。
更
に

遼
代
邑
会
の
活
躍

・
組
織
の
実
体
を
知
る
べ
く
史
料
に
当

っ
て
ゆ

く
が
、
解
釈
は
専
ら
野
上
氏
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

⇔

千
人
邑
会
の
例

㈲

「
仙
露
寺
葬
舎
利
佛
牙
石
厘
記
」
は
、
遼
代
千
人
邑
会
が

記
録
に
現
わ
れ
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

『遼
文
存
』
所

収

の
も
の
は
、
そ
の
全
文
で
は
な
い
の
で
千
人
邑
会
の
存
在
は
こ

れ

で
は
知
れ
な
い
。
た
だ
周
質
の

「
析
津
日
記
」
及
び
朱
郵
尊

の

「
曝
書
亭
集
」
に
依
れ
ば
、
南
京
仙
露
寺
に
千
人
邑
会
が
存
在
し

て

い
て
、

天
禄
三
年

(
九
四
九
)、

仏
舎
利
を
安
葬
す
る
に
当

っ

て

は
、
遼
帝
室
や
貴
族
の
寄
捨
の
他
、
こ
の
千
人
邑
会
の
会
員
で

あ
る
庶
民
に
至
る
ま
で
の
人

々
の
財
的
援
助
や
ま
た
労
働
奉
仕
も

あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
、
千
人
邑
会
の
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と

が

想
像
さ
れ
る
。

施
主
の
姓
名
を

記
し
て
あ

っ
た
と

『
日
下
旧

聞
』
に
は
記
す
が
、
実
際
に
千
人
か
ら
成
る
邑
会
で
あ

っ
た
の
か

ど
う
か
は
、
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

(「
析
津
日
記
」
周
質
撰

『
日
下
奮
聞
』
巻

一
七
)

乃
遼
世
宗
天
禄
三
年
、所
三塵
中
藏
二
舎
利
一
無
レ有
也
。
匝
傍
刻
二

僑
志
　
記
↓

具
書
下
施
二金
鐘
一姓
名
上。

其
蓋
已
失
レ地
。

名
二

　

　

　

千
人
邑
殉
故
比
丘
尼
皆
稔
二邑
頭
尼
↓
記
後

具
列
二大
遼
皇
帝

・

皇
后

・
東
明
夫
人
…
鱒

(『
曝
書
亭
集
』
巻
五

一

朱
郵
尊
撰
)

匝
労
有
レ記
。
自
稻
二講
経
律
論
大
徳
志
　
録
並
書
鱒
乃
遼
世
宗

　

　

　

天
緑
三
年
、
痙
二舎
利
佛
牙
於
此
幻
記
後
有
二
千
人
邑

三
字

一。
蓋

批
名
也
。

施
主
姓
名
、

首
列
二
帝
后
諸
王
大
臣
一、
下
及
二
童
男

下
女
↓

④

「
廣
濟
寺
碑
」
に
よ
る
と
、
現
在
の
河
北
省
宝
抵
県

の
広

済
寺

の
太
平
五
年

(
一
〇
二
五
)
に
お
け
る
同
寺
創
建

に
対
し
て

の
僧
弘
演

・
門
弟
道
弘
二
師

の
献
身
的
努
力

と
、
彼
ら
に
化
導
さ

れ
た
維
那
瑛
鄭
王
文
襲
ら
の
活
躍
が
記
さ
れ

て
い
る
。
王
文
襲
ら

は
、
造
寺
に
対
し
、
労
働

の
苦
労
に
も
拘
ら
ず
参
加
し
、
彼
ら
の

努
力
の
効
あ

っ
て

銭
万
金
が

千
室
に
満
ち

る
程
の
状
態
で
あ

っ

た
。

　

　

　

　

　

…
因
率
二
維
那
瑛
郡
王
文
襲
等
激
十
人
ハ
異

口
同
音
、而
請
信
心
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不
レ
逆
。
而
來
共
結
二良
緑
↓
將
崇
二勝
概
↓縣
是
労
筋
苦
節
。
有
三

廣
上
人
之
率
二璽
材
(貫
レ骨
穿
レ肌
。
有
三
弘
長
老
之
集
二衆
力
一。

…
度
二
功
量
費
債
ハ
何
蕾
於
二
萬
網
↓
糾
レ
邑
随
レ線
。

数
須
レ
満
ご

　

　

　

　

於
千
室
∵

-
此
所
謂
千
人
之
邑
耶
。

千
人
邑
で
あ
ろ
う
か
、
と
書
く
が
、
王
文
襲
ら
数
十
人
と
い
う
の

は
会

員
全
体
数
を
指
す

の
か
、
そ
れ
と
も
主
要
会
員
数
で
そ
の
他

多
数

を
指
導
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
千
人
邑
会
と
断
定

は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
同
寺
の
完
成
に
、
邑
会
が

結
成
さ
れ
多
大
な
貢
献
を
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

㈲

「
石
轟
山
蓮
化
寺
碑
」
は
、

『
遼
文
存
』
の
記
載
は
極
め

て
欠
字
が
多
い
。
し
か
し
、
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
大
要
は
こ
う
で

あ
ろ
う
。⑨

遵
化
寺
堂
宇
営
建
事
業
の
中
心
人
物

(恐
ら
く
僧
侶
)
に
よ
り

千
人
邑
会
の
結
成
が
行
わ
れ
、
邑
会
の
邑
人
ら
は
、
女
で
あ
れ
ば

績
ぎ
蚕
を
飼
い
、
男
で
あ
れ
ぽ
商
い
し
農
作
し
、
そ
の
得
た
資
財

を
喜
捨
し
、
工
事
の
遂
行
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
莫
大
で
あ

っ
た
。

　

　

　

　

…
衆
越
二縣
俗
於
百
里
ハ葦
二
邑
肚
於
千
人
↓女
或
績
以
或
蚕
、
口

以
承
レ
筐
之
。
口
男
若
7商
而
若
/
賞
、奉
以
二
在
γ豪
之
資
ハエ
ロ
γ

翫
以
献
レ
能
。
農
畷
レ耕
而
捨
7力
。
妙
因
二天
假
↓信
施
日
埆
、…

⇔

特
殊
な
性
格
の
邑
会

前
掲
し
た
も

の
は
、
千
人
邑
会
の
名
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

次
に
特
殊
な
性
格
を
持

つ
遼
代
の
邑
会
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

㈲

「
離
義
寺
彌
陀
邑
特
建
起
院
碑
」
は

『
日
下
旧
聞
』
に
僅

か
に
魏
坤
の

「
僑
晴
閣
雑
紗
」
の
引
く
も
の
か
ら
窺
わ
れ
る
の
み

⑩

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
帰
義
寺
に
は
弥
陀
邑
会
が
あ
り
、
堂

宇
の
造
営
に
活
躍
し
た
。

こ
の
邑
会
の
指
導

に
当

っ
た
僧
侶
は
、

⑪

恐
ら
く
こ
こ
に
見
ら
れ
る
守
蝶

・
智
清
の
二
人
で
あ

っ
た
と
思
わ

⑫

れ
る
。
会
員
に
は
、
劉

二
玄

・
趙
徽
ら
の
貴
族

・
官
吏

の
名
が
見

え
る
が
、
そ
の
他

一
般
庶
民
も
含
ま
れ
て
結
成

さ
れ
て
い
た
も
の

と
思
う
。
弥
陀
邑
と
い
う
名
称
か
ら
、
こ
れ
が
阿
弥
陀
信
仰
に
基

づ
い
て
結
成
さ
れ
た
、
西
方
浄
土
往
生
を
願
う
念
仏
邑
で
あ

っ
た

こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

⑱

蹄
義
寺
、
在
二善
果
寺
西
一。
遼
刹
也
。
天
王
殿
前

一
碑
、
無
二撰

書
人
姓
名
殉
額
題
二彌
陀
邑
特
建
起
院
碑
司
文
稽
三寺
肇
自
撰
二清

寧
八
年
鱒
買
二徐
員
外
地
(途
爲
二齢
義
寺
司
備

書
二寺
培
垣
尋
尺
ハ

以
及
二佛
像
経
藏
之
激

一。
碑
陰
首
書
、

疏
主
餓
悔
師
守
司
純
慧

大
師
賜
紫
沙
門
守
藤
、
本
行
檜
録
検
校
司
究
精
修
大
師
賜
紫
沙

門
智
清
。
次
載
二邑
衆
姓
名
殉
開
府
儀
同
三
司
守
太
尉
蓑
中
書
令

幽
國
公
劉
二
玄
、
開
府
儀
同
三
司
兼
侍
中
開
國
公
趙
徽
、
建
雄

軍
節
度
使
開
國
公
劉
需
、
諫
議
馬
子
詮
、
衙
書
張
挺
、
中
舎
李

　

　

　

　

　

　

の

思

ロ
、
秘
書
省
校
書
郎
劉
文
、
在
班
殿
直
韓
允
、
右
班
殿
直
王
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規
燕
、
遼
國
妃
劉
薫
氏
、
遼
國
夫
人
杜
鄭
氏
、
其
鯨
邑
主

・
邑

　長

・
正
押
司

・
官
印
官
、

副
正

・
副
録

・
暦
鐘
物
名
號
不
二

数
十
人
。
…

守
蝶
は
、
遼
代
燕
京
で
活
躍
し
た
高
僧
で
あ
る
。
か
か
る
高
僧

に

よ

っ
て
教
導
結
成
さ
れ
た
こ
の
邑
会
は
、
都
市
的
性
格
を
持
ち
よ

り
高
度
な
教
化
指
導
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
邑
会
の
役
員

を
務
め
た
で
あ
ろ
う
役
名
が
数
十
名
分
も
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
か

ら
、
相
当
大
規
模
な
邑
会
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
も
高
僧

守
蝶
ら
の
力

に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑧

の

「斬
信
等
造
塔
記
」
に
よ
る
と
、
こ
の
村
に
は
、
螺
欽
邑

な
る
邑
会
が
あ

っ
て
、
仏
供
養
を
行

っ
た
際
た
ま
た
ま
仏
舎
利
を

得

た
の
で
、

こ
の
村

の
念
仏
邑
の
二
十
余
人
が
財
施
を
な
し
て
舎

利
塔
建
築

に
携

っ
た
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
舎
利
塔
建
造
と
い
う

目
的
の
た
め
に
新
た
に
邑
会
が
結
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
本
来

こ
の
地
に
あ

っ
た
邑
会
が

(信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
べ
き
も
の

を
得
た
の
で
)、

邑
人

の
力
を
結
集
し
て

一
つ
の
事
業
に
当
る
こ

と

に
な

っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
邑
と
あ
る
の
で
、

念
仏
往
生
を
願

っ
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

　

　

　

　

…
後
、

(螺
鍼
邑
)
邑
長
斬
信
等
牧
二得
舎
利
敏
穎
↓
自
來
未
γ

　

　

　

成
レ
辮
至
二第
三
季

叩
有
二當
村
念
佛
邑
等
二
十
絵
人
殉
廣
備
二信

心
一。
累
世
層
供
二養
諸
佛
ハ
各
抽
二有
限
之
財
ハ
同
讃
二無
爲
之

果

一。
遽
乃
特
建
二寳
塔

一
所
高
千
絵
尺
↓

㈹

ま
た
こ
れ
も
同
時
に
見
た
い
の
が

「
永
樂
村
感
鷹
舎
利
石

塔
記
」
で
あ
る
。

　

　

　

　

　

永
樂
村
轟
鉱
邑
斬
信
等
、

宿
懐
二善
種
ハ
同
奉
二
佛
乗
↓
・:
大
安

　

　

　

　

　

六
年
、
當
村
念
佛
邑
衆
張
辛
等
、於
二本
村
信
院
一建
二甑
塔

一
坐

　

　

　

　

　

の

三
層
高
尺
鯨
ハ
葬
二
詑
舎
利
而
后
輩
螺
鍼
邑
衆
韓
師
嚴
等
、
欲
レ

繊
二前
風
ハ
以
垂
二后
善
一。
…

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
二
つ
の
記
は
同
じ
村
内
の
事
実
を
示
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
前
の
斬
信

を
邑
長
と
す
る
螺
欽

邑
は
、
即
ち
臓
鉱
邑
と
同
じ
も
の
で
、
張
辛

ら
の
念
仏
邑
と
合
同

し
て

(
こ
こ
で
少
く
と
も
二
つ
の
邑
会
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
)

造
塔
に
当

っ
た
と
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
螺
欽
邑
に
つ
い
て
、

⑭

王
吉
林
氏
は
、

「遼
代
千
人
邑
研
究
」
で
、
邑
会
の

一
つ
と
し
て

い
る
の
だ
が
、
野
上
氏
は
殊
に
触
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
を
邑
H

村
と
解
す
る
よ
り
も
、

"
螺
"

"
鍼
"
の
仏
教
色
濃
い
文
字
で
あ

る
こ
と
か
ら
邑
会
の

一
つ
と
し
て
解
し
た
い
。

こ
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
螺
鍼
邑
の
邑
衆
韓
師
厳
等
が
、

先
の
斬
信
が
仏
舎
利
を
得
た
こ
と
に
習

っ
て
ま
た
仏
舎
利
を
得
た

の
で
、
同
じ
様
に
塔
を
建
て
た
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
こ
う
し
て

永
楽
村
東
禅
寺
は
二
つ
の
仏
舎
利
塔
を
持

つ
こ
と
に
な

っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
螺
鉱
邑
に
つ
い
て
は
、
性
格
な
ど
よ
く
判
ら
な

い
。
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G◇

「京
西
戒
壇
寺
陀
羅
尼
憧
井
記
」

　

　

　

　

崇
國
寺
大
兜
率
邑
、
邑
人
前
管
内
左
街
曾
録
深
慧
大
師
賜
紫
沙

門
裕
方
、
邑
人
前
東
京
管
内
僧
録
詮
論
大
師
賜
紫
沙
門
裕
企
、

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

邑
人
提
黙
張
口
恒
、
邑
長
康
徳
從
、
邑
謹
石
王
、
邑
録
邪
文
正
、

邑
人
陳
口
正
、
邑
人
康
下
、
邑
人
口
從

口
…

こ
の
陀
羅
尼
憧
は
、
南
京

の
西
戒
壇
寺
で
故
壇
主
崇
線
大
夫
究
傳

菩
薩
戒
大
師
の
た
め
に
門
人
有
志
ら
が
建
設
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

故
壇
主
と
は
、

『
金
石
粋
篇
』
の
王
爽
は
明
ら
か
で
は
な
い
と
す

⑮

る
が
、

『
順
天
府
志
』
巻

一
六
よ
り
法
均

(
一
〇
二

一
ー

一
〇
七

五
)
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
経
憧
を
建
造
し
た
人

々
の
名

と
し
て
、
門
人
寺
主
ら
十
九
人
の
名
を
挙
げ
、
同
時
に
同
寺
兜
率

邑

の
邑
人
と
し
て
道
俗
百
四
十
二
人
の
名
を
列
記
し
て
い
る
。
兜

率
邑
と
い
う
の
は
、
兜
率
往
生
を
願
う
信
仰
団
体
が
崇
国
寺
に
お

い
て
結
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
法
均
の
門
下
で
あ

っ
た
と

考

え
ら
れ
る
裕
方
と
裕
企
は
、
邑
人
と
し
て
人
々
の
信
仰
上
の
教

化

に
当
り
、
邑
会
の
事
務

・
世
話
に
は
、
邑
長

・
邑
証

・
邑
録
の

役
員
が
当

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
員
数
は
千
人
で
は
な
い
が
、

実
際
に
邑
人
の
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

ω

「
易
州
興
國
寺
太
子
誕
聖
邑
碑
」
は
、
先
に
考
察
し
た
ω

の
琢
州
雲
居
寺

の
灯
邑
が
、
仏
誕
日
の
祝
賀
行
事
を
行

っ
て
い
た

の
と
同
様
の
目
的
で
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
名
称
は
特

に
そ
の
仏
誕
日
祝
賀
の
目
的
で
結
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
も
遼
代
盛
ん
に
行
わ
れ
た
仏
誕
日
祝
賀
行
事
の
、
こ
の
日
の

た
め
に
結
成
さ
れ
た
邑
会
の
様
子
を
知
る
も

の
で
あ
る
。
銭
大
所

の

『金
石
文
欽
尾
』
に
は
、
更
に
碑
末
列
衙
者
と
し
て
都
維
那
耶

律
遷
以
下
の
官
吏
の
名
を
多
数
記
し
て
い
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る

の
は
、
こ
の
地
の
有
力
者
が
邑
会
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
邑
会
を
千
人
邑
会
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
明

ら
か
で
な
い
。

(『
潜
研
堂
金
石
文
鍼
尾
』

巻

一
七

「易
州
興
國
寺
太
子
誕
聖
邑

碑
」
)

右
易
州
興
國
寺
太
子
誕
聖
邑
碑
、
沙
門
方
僻
撰
文
、
萢
陽
逸
士

　

　

　

　

　

　

　

　

　

張
雲
書
。
太
子
誕
聖
邑
者
、

千
人
邑
之
名
。

以
二
四
月
八
日
ハ

諦
〆経
禮
レ佛
。
而
名
之
也
。
…

(『
遼
文
存
』
巻
四
)

…
断
二
季
於
四
月
八
日
ハ

訥
二
経
於
七
庭
九
會
(
或
賓
二持
於
緯

蓋
橦
幡
↓
或
備
二
其
香
花
燈
燭
(
或
歌
聲
讃
唄
。

ω

「金
山
演
教
院
千
人
邑
記
」
は
、
典
型
的
千
人
邑
会

の
存

在
を
知
る
も
の
で
あ
る
。
沙
門
善
信
の
結
成
し
た
邑
会
は
、
阿
弥

陀
仏
の
名
号
を
称
念
し
、
共
に
極
楽
往
生
を
願
う
念
仏
邑
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
韓
温
教
が
邑
長
と
し
て
世
話
役
に
立

っ
て
い
た
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

…
復
有
二沙
門
善
信
司…
遽
結
二千
人
之
友
司
爲
二念
佛
邑
↓
毎
會

稻
二念
阿
彌
陀
佛
名
號
4
庶
書
二
此
報
(
同
生
二極
樂
世
界
弔
是

其
願
也
。

會
欲
レ
成
、

卿
人
韓
温
教
嘉
二
其
事
一、
途
述
二其
本
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末

∵

:

以
上
は
、
金
石
文
中

に
見
ら
れ
る
主
な
遼
代
の
邑
会
で
あ
る
。

他

に

『
遼
文
存
』

に
は
邑
会
の
存
在
を
想
像
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、

巻
五
の

「
砧
唐
寺
靱
建
講
堂
碑
」

〔
李
仲
宜
撰
統
和
五
年

(九
八

　

　

七
)∪
に

「
其
邑
人
姓
氏
具
列
二碑
陰
一」
の
記
述
が
あ
り
、巻
六
に

は

「
濠
州
超
化
寺
諦
法
慈
修
建
實
録
碑
」

〔
劉
師
民
撰
清
寧
二
年

(
一
〇
五
六
))
の

「
邑
人
文
正
三
十
絵
衆
」

の
字
が

見
え
る
。

　

　

本
文
は
判
ら
な
い
が
、
遼
金
石
存
目
の
項
に

「
崔
邑
衆
造
陀
羅
尼

　

　

経
憧
」

〔重
煕
二
十

一
年

(
一
〇
五
二
)∪
と
、
「邑
人
志
該
等
造

陀
羅
尼
経
憧
」

〔乾
統
元
年

(
一
一
〇

一
)〕

が
、

邑
会
の
存
在

を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
何
れ
も
明
ら
か
に
存
在
を
証
拠
づ
け
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
と
に
か
く
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
記
録
に
残
ら

な

か
っ
た
多
く
の
邑
会

の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
遼
代
、

仏
教
が
社
会

の
上
下
な
く
広
く
浸
潤
す
る
の
に
邑
会
の
果
し
た
役

割

の
大
き
か

っ
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。

第
二
節

遼
代
千
人
邑
会
と
は

e

こ
れ
ま
で
、
遼
代

に
お
け
る
邑
会
に
つ
い
て
、
史
料
に
基
づ
く

考
察
を
し
て
来
た
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
凡
そ
次

の
様
に
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

遼
代
、
仏
教
は
皇
室

の
崇
仏
政
策
を
受
け
て
空
前

の
盛
況
を
呈

し
、
ま
た
民
間
に
多
数

の
邑
会
が
結
成
さ
れ
、
こ
れ
が
更
に
仏
教

を
社
会
に
普
及
さ
せ
る
の
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
。
し
か
し
そ
の

邑
会
の
殆
ど
が
遼
本
土
で
な
く
中
国
内
地
の
い
わ
ゆ
る
燕
雲
十
六

州
の
み
に
存
在
し
て
い
た
。
邑
会
は
仏
教
信
仰
を
紐
帯
と
し
て
結

成
さ
れ
、
し
ぼ
し
ば
様

々
な
仏
教
的
事
業
を
遂
行
し
た
。
ま
た
特

定
の
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
新
た
に
結
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

特
定
の
信
仰
性
格
を
有
す
る
、
例
え
ば
念
仏
邑

・
兜
率
邑

・
太
子

誕
生
邑
の
様
な
も
の
も
あ

っ
た
。
普
通
、
邑

会
は
あ
る
寺
院
に
属

し
、
会
員
の
精
神
的
指
導
に
は
こ
の
寺
院
の
僧
が
当
る
。

一
方
、

邑
人

(会
員
)
は

一
定

の
財
施

の
義
務
が
あ

っ
た
。
邑
会
の
経
営

な
ど
の
事
務

・
世
話
に
当

っ
た
の
が

一
般
会
員
中
か
ら
選
ば
れ
た

都
維
那

・
維
那

・
邑
長

・
邑
録

・
邑
証
な
ど

の
役
員
で
あ
る
。
邑

人
は
道
俗
男
女
を
問
わ
な
か

っ
た
し
、
邑
会

は
都
市

・
農
村
、
あ

ら
ゆ
る
階
層

・
職
業

の
人
々
の
間
に
広
く
結
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

員
数
は
、
個

々
の
場
合
で
異
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
結
成
後
の

新
た
な
希
望
者
の
加
入
、
死
亡
な
ど
に
よ
る
減
少
と
か
を
考
え
て

も
出
入
は
絶
え
ず
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
遼
代
邑
会
の
特
徴
は
、
こ
の
員
数
を
千
人
と
限
定

し
た
千
人
邑
会
が
出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
千
人
邑
会
の
名
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は
、
六
朝
晴
唐
代
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
実
際
千
人
邑
と
言

っ
て

も
常

に
千
人
を
擁
し
て
い
た
訳
で
な
く
、
そ
れ
以
上
以
下
の
場
合

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
千
人
と
い
う
の
が
会
員

の
基
本
数
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
邑
人
の
数
を
限
定
し

な

い
も
の
が
、
遼
代
邑
会
の
大
多
数
で
あ
り
、
た
だ
千
人
邑
会
は

典
型
的

模
範
的
な

も
の
と
し
て
存
在
し
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ

る
。千

人
邑
会
を
遼
代
仏
教
の
典
型
と
し
て
見
る
場
合
、
そ
の
名
称

の
始

ま
り
を
い
つ
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
銭
大
所
は
、

『金

石
文
践
尾
』
巻
十
の
中
で
、
五
代
後
唐
の
明
宗
天
成
四
年
(九

二
九

・
遼
太
宗
天
顕
四
年
)
の

「重
修
定
晋
暉
寺
千
佛
邑
碑
」
を

挙
げ
、
こ
れ
以
前
の
碑
文
に
は
見
ら
れ
ず
、

こ
れ
が
名
称
の
現
わ

⑯

れ
る
最
初
と
し
て
い
る
。

遼
代
に
見
ら
れ
る
邑
会
の
性
質

に
つ
い
て
更
に
始
源
を
棚
れ
ぽ
、

こ
れ

は
南
北
朝
以
来
の
邑
会

・
義
邑
な
ど
と
同
じ
性
格

の
も
の
で

あ
ろ
う
。
五
代
に
お
い
て
も
普
通
の
邑
会

・
義
邑
の
存
在
は
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
後
周
世
宗

の
廃
仏
に
よ
り
こ
れ
ら
の
邑
会

は

一
掃
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(第
二
章
を
参
照
)

⇔

以

上

は

、

主

に
野

上

氏

の
意

見

に
従

う

と

こ

ろ

で
あ

り

、

他

、

塚
本
氏
な
ど
の
意
見
を
参
考
に
、
若
干
の
私
見

を
挿
む
も
の
で
あ

っ
た
が
、
更
に
他
の
論
文
よ
り
参
照
と
す
べ
き
点
を
挙
げ
て
み
た

い
。ま

ず
、
王
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で

「
千
人
邑

は
当
時
社
会
上
の

一
種
の
非
正
式
団
体
で
あ

っ
た
」
と
述
べ
る
。

千
人
邑

の
種
類
に

つ
い
て
念
仏
邑

・
螺
鍼
邑

・
灯
邑
を
挙
げ
る
が
、
螺
欽
邑
に
つ
い

て
は
、
ω
ま
た
は
ω
の
史
料
研
究
の
中
で
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

氏
は
、
大
多
数
の
千
人
邑
は
恐
ら
く
千
人
に
足

ら
な
か
っ
た
だ
ろ

う
が
、
千
が
理
想
的
数
字
で
あ
り
、
千
人
邑
と
呼
ば
れ
た
と
言
う
。

し
か
し
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
永
楽
村
の
螺
欽
邑
は
千
人
邑
と
断
定

出
来
な
い
し
、
そ
の
同
じ
村
に
あ

っ
た
念
仏
邑

の
邑
人
二
十
数
名

と
い
う
事
実
か
ら
、
恐
ら
く
千
に
は
遙
か
及
ぼ

な
い
員
数
と
想
像

さ
れ
、
こ
れ
を
千
人
邑
の
中
に
加
え
る
の
は
難

が
あ
ろ
う
。
こ
の

論
文
が
簡
単
な
も
の
で
あ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
が
、
邑
会
が
非

正
式
団
体
で
あ

っ
た
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。
邑
会
は
民
間
に

自
然
発
生
的
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
千
人

邑
会
を
始
め
と
す
る
邑
会
の
存
在
は
、
支
配
者

た
る
遼
朝
に
と

っ

て
決
し
て
厭
う
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
国
家
仏
教
の
方
針
を
採
る
遼
朝
が
仏
教
を
社
会
に
普
及
さ
せ

る
上
に
、
こ
の
庶
民
の
間
に
自
主
的
に
結
成
さ
れ
た
邑
会
は
最
適

の
役
割
を
果
す
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
邑
会
は
、

仏
教
の
宣
揚

・
信
仰
の
普
及

・
文
化

の
指
導

・
伝
播
の
役
割
を
果
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し
、
ひ
い
て
は
社
会
上
下
の
融
和
を
図
る
媒
体
と
し
て
の
役
割
を

社
会
の
末
端
で
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。⑰

神
尾
弍
春
氏
の

『契
丹
佛
教
文
化
史
考
』
に
、

「
世
宗
聖
宗
代

の
明
帝
賢
臣
の
適
時
に

(寺
院
に
対
し
て
)
補
助
を
与
え
指
導
を

試
み
た
事
は
満
蒙
内
地
の
都
邑
に
お
い
て
契
丹
人
と
混
住
し
て
い

た
漢
人
に
安
ん
じ
て
千
人
邑
の
結
成
を
な
さ
し
め
た
。」

と
あ
る

記
述

は
正
に
的
を
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
遼
代

の
邑
会

の
盛
況
ぶ

り
は
、
遼
朝
の
崇
仏
政
策
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、

非
正
式
団
体
で
は
あ

っ
た
が
、
そ
の
性
格
は
国
家
の
意
図
す
る
方

針

と
何
ら
反
す
る
と
こ
ろ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。

第
二
章

邑
会
の
歴
史

第

一
章
で
遼
代
の
邑
会
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
来
た
。
と
こ
ろ

が
遼
代
邑
会
の
研
究
を
推
し
進
め
る
上
で
そ
の
性
格
を
明
確
に
掴

む

に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
系
譜
を
知
る
必
要
と
、
発
生
を
確
め

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
前
代
後
代

の
邑
会
を
調
べ
る
こ
と
で
、
遼
代

邑
会

の
姿
が
よ
り
あ
ざ
や
か
に
な
る
こ
と
と
思

い
第
二
章
と
し
て

取

り
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。

第

一
節

邑
会
の
始
源

階
唐
代
の
邑
会

・
義
邑
に
つ
い
て
は
山
崎
宏

・
那
波
利
貞
両
氏

⑱

に
よ
り
精
緻
な
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
主
に
両
者

の

研
究
を
基
に
邑
会
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
察
す
る

(
南
北
朝
、
特

⑲

に
北
魏
の
邑
会
に
つ
い
て
は
塚
本
氏
の

『北
朝
仏
教
史
研
究
』
の

中
に
大
い
に
参
考
す
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
る
)
。

e

盤
我
口巴

・
口巴
△
本

邑
会

・
義
邑
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
南
北
朝

五
世
紀
頃
か
ら
華
北

に
作
ら
れ
た
在
俗
の
仏
教
団
体

の
事
で
あ
り
、
当
時
は
造
像
を
中

心
と
し
て
結
ば
れ
た

一
つ
の
信
仰
団
体
で
あ

っ
た
。
始
ま
り
は
南

北
朝
の
北
魏
に
求
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り

金
石
文
中
に
最
初
に
見

⑳

ら
れ
る
の
が
北
魏
太
和
七
年

の
造
像
銘
に
記
載
さ
れ
た
邑
義
で
あ

る
。
龍
門
古
陽
洞
造
像
銘
に
邑
主
中
散
大
夫
榮
陽
太
守
孫
道
務
乃

至
維
那
程
道
起
等
百
二
十
九
名
の
名
が
見
ら
れ
る

(高
雄
義
堅
氏

⑳

「
北
魏
に
於
け
る
佛
敏
教
團
の
稜
達
に
就
て
」
)。
そ
の
起
源
を
大

⑫

⑳

村
西
崖
氏
や
高
雄
氏
は
曇
曜
の
僧
祇
戸

・
浮
図
戸
に
求
め
て
い
る

が
、
僧
祇
戸
や
浮
図
戸
は
そ
の
性
格
上
経
済
的
能
力

・
出
家
の
経

済
的
要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
直
接
的

に
義
邑
に
結
び

つ
く

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
僧
紙
戸
が
最
も
在
家
仏
教
信
仰
団⑭

体
と
し
て
結
成
さ
れ
易

い
条
件
に
置
か
れ
て
い
た
と
は
考
え
う
る
。

当
時
、
中
国
の
仏
教
は
北
魏
の
頃
か
ら

一
面

に
は
国
家
と
対
立
す
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る
統
制
機
関
を
備
え
大
教
団
的
形
式
に
進
出
す
る
と
共
に
、
他
面

経
済
的
組
織
を
確
立
し
宗
教
的
情
熱
と
相
侯
ち
て
内
部
的
に
発
展

の
素
地
を
養
う
機
運

へ
と
向

っ
て
来
て
い
た
。
北
魏
の
歴
代
崇
仏

政
策

を
受
け
次

々
と
仏
教
大
事
業
が
行
わ
れ
、
そ
の
主
な
も
の
が

雲
嵩

な
ど
の
石
窟
寺
院
建
築
で
あ
る
。
義
邑
は
こ
の
様
な
気
運
の

う
ち
に
発
生
し
た
。
義
邑
は
仏
像

・
窟
院
な
ど
を
造
営
し
そ
の
維

持
発
展

に
努
め
、
更
に
斎
会
や
写
経
諦
経
印
沙
仏
な
ど
の
信
仰
的

行
事
を
行
い
、
特

に
造
像

・
設
斎
な
ど
の
時
に
は
組
合
員
が
そ
れ

⑳

そ
れ
金
品
を
醸
出
し
た
の
で
あ
る
。
邑
義
と
は
邑
の
法
義
、
邑
人

と
は
邑
義
の
人
、
義
邑
と
は
そ
の
団
体
を
指
す
。

⑳

階
代
は
造
像
熱
は
尚
盛
ん
で
あ

っ
た
。
遼
代

の
典
型
的
千
人
邑

を
生

ん
だ
雲
居
寺
の
石
経
刻
造
が
僧
静
碗
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
の

が
こ
の
時
期
で
あ
る
。
山
崎

・
塚
本
両
氏
に
よ
れ
ば

こ
の
頃
作
ら

れ
た
偽
経

「
提
謂
経
」
が

義
邑
の
発
生
に
重
大
な
影
響
を
与
え

⑳た
。初

唐
の
頃
か
ら
巨
大
な
造
像
は
減
少
し
、
次
に
経
憧
作
製
の
風

が
起

こ
り
、
漸
次
造
像
に
代
り
流
行
し
た
事
は
団
体
の
力
を
借
る

必
要
が
な
く
な
り
、
自
然
像
造
銘
に
義
邑
の
名
は
少
な
く
な

っ
て

行

っ
た
。
が
、
そ
の
行
事
に
多
少
変
化
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
ま
ま

の
名
称
で
呼
ぼ
れ
な
か

っ
た
に
し
ろ
永
く
唐
末
五
代
の
頃
ま
で
存

続
し
て
い
た
。
造
像
を
重
視
す
る
必
要
が
な
く
な

っ
た
結
果
、
義

邑
の
行
事
の
他
の

一
半
で
あ

っ
た
斎
会
諦
経
が
重
視
さ
れ
る
…様
に

⑳

な

っ
た
。
中
晩
唐
以
後
、
文
献
上
金
石
文
中
に
義
邑
の
名
は
現
わ

れ
な
い
が
、
社

・
社
邑
な
ど
と
変
称
さ
れ
、
そ

の
実
は
尚
連
綿
と

し
て
伝
え
ら
れ
て
行

っ
た
。

義
邑
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
そ
の
性
格
は
、
主
に
在
家

が
恩
師

の
法
施
を
受
け
て
先
づ
そ
の
団
体
の
基
礎
を
ほ
ぼ
形
成
し

た
上
、
各
自

の
協
同
出
資
に
よ
り
そ
の
信
仰
対
象
と
な
る
べ
き
仏

像
を
造
り
そ
れ
に
よ
り
相
互
に
宗
教
的
情
誼
を
深
め
、
平
素
は

一

定
の
読
諦
そ
の
他
を
行
い
定
期
集
会
に
は
斎
を
設
け
、
当
然
講
経

を
伴

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
殊
の
諦
経
等
を
行

い
、
共
同
の
目
的

に
従

っ
て
団
体

の
強
化
向
上
を
図

っ
た
。
構
成
員
の
主
な
も
の
は
、

邑
主

・
邑
長

・
邑
維
那
H
邑
子
を
統
制
し
そ
の
団
体
の
事
務
を
執

る
、
化
主
口
財
物
募
集
に
当
る
、
施
主

・
檀
越

主

・
斎
主
腎
財
施

者
の
重
要
人
物
、
塔
主

・
像
主
ら
旺
出
資
者
、
な
ど
が
あ

っ
た
。

ま
た
邑
会
で
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
が
邑
師

と
呼
ば
れ
る
教
化

僧
で
あ
り
、
会
員
の
精
神
生
活
の
指
導
に
当
り
、
法
施
の
任
に
当

⑳

っ
た
。
彼
ら
は
兼
任
性

・
遊
化
性
を
有
し
て

い
た
。
義
邑
で
は
斎

会
は
重
要
で
斎
主
等
の
名
が
見
え
る
。
信
仰
祈
願
の
対
象
は
弥
勒

・
釈
迦

・
弥
陀

・
観
音
が
主
で
あ
り
、
現
世
及
び
来
世
の
利
益
を

祈
願
し
た
。⇔

邑

社
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中
晩
唐

・
五
代

の
義
邑

・
邑
会
系
統
の
も
の
に
関
す
る
史
料
は

⑳

従
来
少
な
い
が
、
敦
煙
文
書
に
は
相
当
豊
富
で
あ
る
。
従
来
の
義

邑

の
名
称
は
変
化
し
、
社
邑
或
は
単
に
社
と
も
呼
称
さ
れ
邑
員
の

名
称
も
変
化
し
た
が
、
そ
の
実
は
等
し
か
っ
た
。
那
波
氏
に
よ
る

と
、
そ
の
中
晩
唐
時
代

の
社
邑
に
は
三
種
類
が
あ
る
。

即
ち
、
①
南
北
朝
以
来

の
義
邑

・
邑
会
の
系
統
。
し
か
し
造
像

事
業
に
専
ら
で
な
く
、
む
し
ろ
斎
会
諦
経
写
経
俗
講
支
援
等
に
専

心
。
②
①
か
ら
派
生
し
た
が
全
く
仏
教
信
仰
を
重
視
せ
ず
、
む
し

ろ
努
め
て
信
仰
よ
り
遊
離
し
た
社
邑
。
寺
院

に
属
さ
ず
郷
里
坊
巷

で
町
内
組
合
同
志
社
交
機
関
、
相
互
扶
助
組
合
と
し
て
独
立
的

に

存
在
。
③
①
と
②
の
混
合
。
春
秋
祭
社
の
習
俗
、
斎
会
諦
経
俗
講

援
助
の
事
業
、
団
員
の
修
養
、
相
互
扶
助
を
な
す
も
の
。

①
と
③
は
淵
源
は
古
の
義
邑

・
邑
会
に
発
し
、
多
少
そ
の
内
容

の
変
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
共
に
仏
教
信
仰
中
心
主
義

の
も
の
。

②

は
、
利
欲
を
離
れ
た
仏
教
信
仰
か
ら
、
信
仰
を
度
外
視
し
庶
民

親
睦
社
交
組
合
、
共
存
共
栄
自
治
提
携
主
義
に
傾
い
た
も
の
。
①

か
ら
②

へ
と
変
化
し
て
行

っ
た
。
こ
の
種
の
社
邑
を
派
生
し
た
こ

と
は
、
世
間
的
物
質
主
義

へ
と
変
転
し
つ
つ
あ
る
世
風
の
傾
向
の

存

在
を
暗
示
し
て
お
り
、
事
実
、
宋
代
に
入
る
と
益

々
盛
ん
に
な

っ
て
行

っ
た
。

⇔

法

社

義
邑
に
比
較
す
べ
き
も
の
と
し
て
法
社
の
問
題
が
あ
る
。
山
崎

論
文
に
ょ
り
法
社
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
す
る
。
法
社
の
始
ま
り

は
南
北
朝
時
代
の
盧
山
慧
遠
の
白
蓮
社

(
四
〇
二
)
で
あ
り
、
六

朝
晴
唐

の
間
に
も
相
当
存
在
し
、
唐
末
～
宋
代
に
か
け
て
殊
に
盛

ん
に
な

っ
た
。
主
に
江
南
に
見
ら
れ
、
厳
格
な
戒
律
主
義
を
課
し
、

在
家
は
貴
族
大
官
で
あ

っ
た
。
法
社
が
社
誠
を
重
視
し
た
の
は
、

在
家
出
家
合
同
の
信
仰
団
体
を
統
摂
す
る
た
め
に
法
社
は
組
織
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

義
邑
は
晴
唐
を
通
じ
華
北
に
存
在
し
、
江
南
に
は
殆
ど
な
い
。

法
社
は
本
来
的
な
も
の
は
江
南
で
あ
る
が
、
唐
代
に
は
華
北
に
も

拡
が

っ
て
い
た
。
両
者
は
、
高
宗

・
則
天
武
后
の
頃
か
ら
内
容
的

に
も
畿

的
に
も
歩
み
寄

.
て
混
謬

る
傾
向
を
生
じ
、
中
噸

後
に
往
々
見
ら
れ
る
神
皓

の
西
方
結
社
や
神
湊
の
菩
提
香
火
社
の

如
き
高
級
法
社
を
除
く
と
、
殆
ん
ど
義
邑
と
法
社
の
区
別
は
困
難

璽
・⑭

と
な
り
、
名
称
も
紛
し
く
、
性
格

は
変
化
錯
雑
し
て
い
た
。

四

以
上
遼
代
邑
会
の
始
源
を
求
め
、
義
邑

・
社
邑

・
法
社

に
つ
い
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て
主
に
山
崎

・
那
波
両
氏
の
意
見
に
従

っ
て
考
察
し
て
来
た
。
こ

れ
ら

に
つ
い
て
詳
し
い
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
こ
の

論
文

の
主
目
的
で
は
な
い
の
で
、
ま
ず

一
応
諸
氏
の
意
見
を
ま
と

め
る
に
留
め
る
。
で
は
こ
れ
ら
と
遼
代

の
邑
会
と
の
関
係
を
考
え

て
み
た
い
。

金

石
文
な
ど
か
ら
五
代
に
も
普
通
の
邑
会
、
義
邑
の
存
在
は
認

⑳

め
ら

れ
る
。
し
か
し
後
周
世
宗
の
廃
仏

(九
五
五
)
は
そ
れ
ら
を

一
掃

し
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
余
り
あ
る
。

一
方
、

燕
雲
十
六
州
の
地
に
お
い
て
は
、
当
時
契
丹
治
下
に
あ

っ
た
事
か

ら
却

っ
て
廃
仏
を
逃
れ
た
。
こ
の
時
期
、
琢
州
雲
居
寺
に
お
い
て

は
寺
主
謙
課
に
よ
り
千
人
邑
会
が
結
成
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
千
人
邑
会
は
寺
主

・
幽
州
琢
州
の
有
力
者
と
官

民
合
同
で
結
成
さ
れ
て
い
た
。
第

一
章
で
見
た
様
に
、
千
人
邑
会

を
代
表
と
す
る
遼
代
の
邑
会
は

一
般
に
庶
民
層
の
間
に
結
成
さ
れ

て
い
た
事
、
ま
た
盛
ん
に
行
わ
れ
た
仏
寺
仏
塔
の
造
営
そ
の
維
持

を
目
的
と
す
る
経
済
的
基
盤
で
あ

っ
た
事
な
ど
か
ら
、
南
北
朝
晴

代
に
お
け
る
義
邑

・
邑
会
の
性
格
と
似
て
い
る
。
ま
た
、
南
北
朝

時
代

に
は
そ
の
員
数
が
千
人

・
二
千
人
に
及
ぶ
も
の
が
あ

っ
た
事

が
判

っ
て
い
る
(『金
石
績
編
』
巻
二

「凝
輝
寺
三
級
浮
圖
碑
」
元

⑳

象
二
年
)。

北
魏
を
中
心
と
す
る
北
朝
で
は
、

漸
く
仏
教
が
大
教

団
化
し
て
来
る
の
に
合
わ
せ
て
、
仏
教
事
業

の
気
運
が
非
常
に
盛

り
上

っ
た
時
代
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
数
百
年
経

っ
た
遼
朝
下
で
も

同
じ
く
仏
教
中
興
の
気
運
が
盛
り
上

っ
て
い
た
。
そ
し
て
同
様

に

国
家
に
よ
る
厚
い
仏
教
保
護
の
手
が
伸
べ
ら
れ
て
い
た
。
ど
ち
ら

も
熱
烈
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
た
時
代
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ

に
は
北
朝

・
遼
朝
と
も
に
異
民
族
王
朝
で
あ

っ
た
事
は
重
視
さ
れ

る
。
大
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
五
百
人

・
千
人

・
二
千
人
の

大
義
邑

・
大
邑
会
に
よ
る
強
力
な
経
済
的
援
助

は
是
非
と
も
必
要

で
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
様
な
大
団
体
と
も
な
る
と
当
然
組

合
員
の
相
互
関
係
が
弱
く
な
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
維
持
す
る

た
め
に
は
指
導
者
た
る
僧
侶
や
役
員

の
能
力
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
が
反
面
、
当
時
の
具
体
的
に
は
造
像
熱
を
始
め
と
す
る
形
で

表
わ
れ
る

一
般
の
崇
仏
心
の
高
か
っ
た
事
が
結
成
を
可
能
に
し
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
南
北
朝
時
代
は
仏
教
自
体
が
ま
だ
教

団
の
発
展
期
で
あ
り
、
邑
会
は
仏
教
そ
の
も
の
を
社
会
に
広
め
る

と
い
う
目
的
も
あ

っ
た
が
、
遼
代
は
完
成
さ
れ
た
唐
代
仏
教
を
そ

の
ま
ま
継
承
し
た
だ
け
、
念
仏
邑
な
ど
の
信
仰
を
主
な
目
的
と
し

て
結
成
さ
れ
た
も
の
が
多
数
存
在
し
た
事
か
ら
も
、
か
な
り
信
仰

教
化
面
が
充
実
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
遼
代
邑
会
が
中
晩

唐
五
代
か
ら

の
継
承
を
考
え
る
な
ら
、
南
北
朝
階
代

の
義
邑

の
系

統
を
受
継

い
で
行

っ
た
社
邑
の
①
の
性
格
を
有
す
る
面
が
大
い
に

あ
る
。
し
か
し
、
法
社
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
来
的
意
味
の
法

社
は
遼
朝
に
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
宋
朝
に
お
い
て
発
展
し
て
行

っ
た
。
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第
二
節

遼
代
以
後
の
邑
会

遼
代
の
邑
会
の
形
態
は
そ
の
ま
ま
次
代
の
金

へ
受
継
が
れ
て
行

っ
た
。
相
変
ら
ず
邑
会
が
盛
ん
に
結
成
さ
れ
て
い
た
事
が
金
石
文

か
ら
知
ら
れ
る
。
金
代
の
邑
会
は
、

「
興
中
府
サ
銀
青
改
建
三
學

寺
及
供
給
道
狼
千
人
邑
碑
」
や

「
宜
州
聴
硲

復
建
藏
経
千
人

邑

記
」
に
典
型
的
千
人
邑
会
の
様
子
が
知
ら
れ
る
。

⑳

〔
「興
中
府
サ
銀
青
改
建
三
學
寺
及
供
給
道
狼
千
人
邑
記
」

『
満
州
金
石
志
』
巻
三
、
大
定
七
年

(
一
一
六
七
)U

是
以
大
サ
銀
青
愈
加
二
修
造
之
意
司

遽
感
二士
庶
蜴
レカ
、
助
縁

満
ア寺
。
殿
舎
不
γ
日
告
7成
。
大
サ
日
、
成
則
成
　
。
慮
三吾
改

　

　

　

任
三
二
師
學
人
ハ有
レ闘
二
日
用
ハ其
將
奈
何
。當
レ
糺
二千
人
邑
↓不
レ

　

　

　

　

　

問
ご
僧
尼
道
流
男
女
老
幼
↓
毎
歳
十
月

一
日
、
人
各
納
二鏡
二
百

　

　

　

米

一
斗
ハ永
給
二道
狼
ハ
…

㈲

(「
宜
州
聴
硲
復
建
藏
経
千
人
邑
記
」

『
同
』
外
篇

皇
統

八
年

(
一
一
四
八
)
)

至
二於
皇
統
六
年
十
月
七
日
ハ
無
γ何
爲
二火
災
所
ア焚
、
其
鯨
屋

舎
掃
γ地
皆
蓋
。
…
郡
人
馬
砧
者
乃
逸
士
也
。

遜
世
高
躇
、

卜

居
相
隣
。
自
レ
観
一一爆
儘
之
絵
基
噛
誓
獲
二縫
興
之
大
願
ゆ
遽
與
二

　

　

　

　

　

薔

邑

人

顔
壽

等

一
、

親

爲

二
侶

率

一
、

轄

相

糺

合

、

乃

得

二
千

人

一

　

　

　

　

　

　

立

爲

二
一
肚

一。

衆

推

二
馬

砧

一爲

二
邑

長

一、

以

二
顔
壽

一爲

二
提

鮎

殉

募
レ鐘
易
レ
経
、
鳩
レ
工
構
レ
藏
、
随
二其
巻
帳
(貯
二
以
櫃
匝

一、
其

籐
佛
屋
曾
廊
、
次
第
建
立
。

⑩
は
、
三
学
寺
の
経

・
律

・
論
の
三
学
僧
師

の
生
活
を
維
持
す
る

た
め
に
、
興
中
府
サ
の
銀
青
に
よ
っ
て
千
人
邑
会
が
組
織
さ
れ
、

僧
尼
官
民
の
男
女
老
女
と
な
く
毎
年
十
月

一
日
を
も

っ
て
各

々
銭

二
百
文
、
米

一
斗
を
納
め
さ
せ
た
こ
と
を
記
す
。
実
際

の
財
施

の

数
値
を
記
す
例
で
あ
る
。
αり
は
、
馬
砧
が
発
起
し
て
邑
人
千
人
を

得
て
千
人
邑
会
を
作
り
、
そ
の
邑
会
の
活
躍

で
先
に
焼
失
し
た
経

を
蔵

に
納
め
、

か
つ
仏
殿
僧
坊
を
も

再
建
し
た
こ
と
を

述
べ
て

い
る
。

そ
の
他

「維
大
金
國
義
州
開
義
縣
浄
勝
寺
誌
鐘
之
碑
」

【
『
満

州
金
石
志
』
外
篇
、泰
和
元
年

(
一
二
〇

一
))
に
も
千
人
邑
会
の

様
子
を
載
せ
る
。

ま
た

こ
れ
ら
の
他
に
金
石
文
中
か
ら

龍
花
邑

(
「大
金
澤
州

陵
川
縣
古
賢
谷
輝
林
院
重
修
彌
勒
殿
記
」

『金
石

粋
篇
』
巻

一
九
)、
華
厳
邑

(「
石
州
定
胡
縣
上
招
賢
村
普
照
輝
院

記
」
)、薄
伽
邑

(「
大
金
國
西
京
大
華
巖
寺
重
修
薄
伽
藏
教
記
」
)
な

ど
の
邑
会
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
ら
か
ら
金
代

の

仏
教
が
遼
代
仏
教
を
か
な
り
受
継
ぐ
性
格
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
る
。

こ
れ
は
、
遼
を
滅
ぼ
し
同
じ
く
中
国
征
服
王
朝
と
な

っ
た
金
朝
が
、

そ
の
崇
仏
方
針
を
受
け
て
仏
教
保
護
を
行

っ
た
た
め
で
あ
り
、

こ

の
時
代
も
千
人
邑
会
を
始
め
と
す
る
邑
会
が
尚
盛
況
で
あ

っ
た
の

は
、
遼

・
金
代
を
仏
教
文
化
史
的
に
見
て
同

一
系
統
の
も
の
と
見
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て
ほ
ぼ
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
被
支
配
層
漢
人

の
中

心
と
な

っ
た
中
国
的
仏
教
が
盛
ん
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
両
代
は
彼

ら
漢
人
に
と

っ
て
同
じ
性
格
の
社
会
で
あ

っ
た
と
も
言
え
る
。

元
代
以
後
に
お
い
て
は
、
千
人
邑
会
は
お
ろ
か
邑
会
の
存
在
は

殆
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

結

≡ム,
肖冊

 

以
上
、
遼
代
の
邑
会

(特

に
千
人
邑
会
)
に
つ
い
て
考
察
し
、

ま
た
邑
会
の
歴
史
の
中
に
遼
代
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
そ
の
始

源
を
棚
り
、
南
北
朝

・
晴
唐

・
五
代

の
義
邑

・
社
邑

・
法
社
に
つ

い
て
も
考
察
し
、
最
後
に
金
代
の
例
を
見
て
き
た
。
そ
の
結
果
を

ま
と

め
る
と
次
の
様
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

征
服
王
朝
で
あ
る
遼
朝
は
、
被
支
配
者
で
あ
る
漢
人
を
宣
撫
し

人
心
を
取
撹
す
る
た
め
に
、
仏
教
を
文
化
政
策
に
採
り
入
れ
、
手

厚

い
保
護
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
国
家
仏
教
の
政
策
は
多
大
な

効
果

を
現
わ
し
、
仏
教
は
大
い
に
盛
え
、
仏
法
の
宣
揚

.
信
仰

の

普
及

・
文
化

の
指
導
伝
播
ば
か
り
で
な
く
、
契
丹
人
と
漢
人
、
社

会
上
下
の
融
和
を
図
る
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
邑
会
の
活
躍
は
、
特
に
こ
れ
が
庶
民
の
間
に
結
ば
れ

た
純
然
た
る
信
仰
団
体
で
あ
る
だ
け
に
注
目
さ
れ
る
。
遼
代
の
邑

会

で
特
徴
的
な
の
は
、
千
人
邑
会

の
存
在
で
あ
り
、
五
代
に
始
ま

り
金
代
に
も
盛
ん
に
結
成
さ
れ
た
。
千
人
邑
会

の
如
く
多
人
数
の

邑
会
が
結
成
さ
れ
た
の
は
、
遼
代
、
盛
ん
に
行

わ
れ
た
仏
寺
仏
塔

の
造
営
と
そ
の
維
持
の
経
済
的
援
助
を
与
え
る
た
め
で
あ
り
、
石

経
山
雲
居
寺
重
修
に
お
け
る
千
人
邑
会
の
活
躍

は
、
こ
の
大
事
業

を
遂
行
す
る
原
動
力
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
遼
代
に
結
成
さ
れ
た
邑
会
と
同
様

の
性
格
を
持

つ
の
が
南

北
朝
時
代
の
義
邑
で
あ
る
。
異
民
族
国
家
に
あ

っ
て
、
文
化
政
策

に
仏
教
を
採
用
し
大
い
に
仏
教
文
化
に
盛
況
を
呈
し
た
北
魏
が
、

義
邑
の
発
生
期
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
皇
室
貴
族
高
官
の
み
な

ら
ず
、

一
般
庶
民
に
ま
で
仏
寺
仏
像
の
造
立
が
広
ま

っ
て
い
た
。

盛
ん
に
仏
教
大
事
業
が
行
わ
れ
た
北
魏
か
ら
階
代
に
お
い
て
、
義

邑
は
目
的
と
す
る
所
、
そ
の
事
業

の
経
済
的
支
援
に
あ

っ
た
。
北

朝
時
代
に
も
五
百
、
千
、
二
千
と
い
う
員
数
を
有
す
る
大
邑
会

・

義
邑
が
結
成
さ
れ
た
事
は
、
遼
代
の
千
人
邑
会

の
成
立
要
因
と
同

じ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
遼
代

に
お
い
て
は
、
南
北
朝
の
頃
よ
り
更
に

人

々
の
仏
教
信
仰
が
深
く
浸
透
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
は
、
遼
代
の
仏
教
が
盛
唐
仏
教
を
受
継

い
だ
、
征
服
王
朝
下
の

中
国
仏
教
で
あ

っ
た
こ
と
に
因
る
で
あ
ろ
う
。
唐
代
に
入
り
義
邑

は
、
そ
の
性
格
を
変
え
娯
楽
性
を
専
ら
と
す
る
社
邑
と
な
っ
て
ゆ

く
が
、
遼
代
の
邑
会
は
む
し
ろ
斎
会
な
ど
に
専

心
し
て
行

っ
た
信

仰
中
心
の
方
向
の
も
の
の
性
格
を
受
継
ぐ
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、

遼
代
の
仏
教
信
仰
は
、
少
な
か
ら
ず
支
配
者

で
あ
る
異
民
族
た
る
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契
丹
人
の
性
格

(
素
朴
と
か
)
を
受
け
、
純
粋
な
意
味
で
人

々
は

仏
教

に
陶
酔
し
て
行

っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
邑
会
の
性
格
も
こ
の

性
格
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
遼
代
に
お
け
る
仏
教
が
、
宋

朝

よ
り

一
時
代
遅
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
仏

教
が
人

々
の
間
に
理
解
さ
れ
、
民
衆
化
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
れ
は
南
北
朝
代
の
北
朝
で
も
同
様
と
言
え
る
。
と
に
か
く
、

こ
の
遼
代
邑
会
の
把
い
手
は
、
被
征
服
民
で
あ
る
漢
人

の
し
か
も

一
般
庶
民
で
あ

っ
た
が
、
人
々
は
寺
院
に
お
け
る
こ
の
邑
会
を
紐

帯
と

し
て
互
い
に
信
仰
を
深

め
、
交
歓
を
結
び
生
業
に
励
み
、
生

活

に
安
ん
じ
た
の
だ

っ
た
。

千
人
邑
会
を
始
め
と
す
る
遼
代
の
邑
会
は
、
金
代

に
そ
の
ま
ま

受
継
が
れ
て
行

っ
た
。
こ
れ
は
金
朝
が
同
様

に
、
仏
教
保
護
政
策

を
採
用
し
た
事
に
よ
る
。

千
人
邑
会
の
盛
況
ぶ
り
は
、
そ
の
担
い
手
が

一
般
庶
民
層
で
あ

っ
た
事
か
ら
も
、
遼
代
に
は
仏
教
が
如
何
に
社
会
に
浸
潤
し
て
い

た
か
を
明
確
に
示
す
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
邑
会
を
通
し
て
寺
院

と
庶
民
と
が
信
仰
上
か
ら
も
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
た
、
仏
法

が
人

々
に
果
し
た
社
会
的
教
化
の
意
味
も
大
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
邑
会
は
遼
朝
の
崇
仏
主
義
を
反
映
し
、
民
間

に
自
主
的
に

結
成

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
遼
代
邑
会
は
、
国
家

の
仏
教
採
用
の
政
策

の
意
図
と
し
て
期
待
さ
れ
た
世
界
宗
教
た
る

仏
教

の
精
神

(あ
ら
ゆ
る
民
族
の
融
合
)
を
実
現
し
た
末
端

の
組

織
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ

っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
二
百
年
間
に
亘
る
遼
朝
の
存
続
と
仏
教
政
策

の
採
用
、
特

に

民
間
の
邑
会
の
盛
況
は
大
い
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

注

①

特

に
仏
教
が
採
用

さ
れ

た
の
は
、
中
国
本
来

の
儒
教

.
道
教

は
中

華

と
夷
狭

の
優
劣

を
説
く
中
華
思
想
が
付
随
す

る
漢
人

の
民
族
的
思

想
で
あ
り
、
異
民

族
王
朝

の
遼
に
は
受

入
れ
ら
れ
な

い
も

の
で
あ

っ

た

こ
と
も
あ
る

(
「
夷
夏

論
」
と
言

う
)。

②

「
遼
代

の
邑
會

に

つ
い
て
」

(
昭
和
十

四
年

二
月

『大
谷
學
報
』

二
十
巻

一
号
)

③

諦
は
崇

豊
、
俗
姓

は
李
氏

、安
次
県

の
人

。
『
遼
文
存
』
巻

六

「
口

口
上
人
墳
塔
記
」

〔
天
慶

十
年

(
=

二
〇
)
〕

の

口
口

上
人
と
思

わ
れ
る
。

④

維
那
ま
た

は
都
維
那
。
梵

名

丙
母
日
㌣
績

塁

の
音
写

は
掲
磨
陀

那

で
授
事

の
意
。
僧
衆

の
雑
事
を
司
り
、
ま
た
そ
れ

を
指
授

す
る
者

で
あ
る
が
、
邑
会

に
お

い
て
も
事
務
を
と
る
老
を
そ
う
呼

ん
だ

の
で

あ
ろ
う
。

⑤

『遼
史
』
巻
七

六

「
趙
延
壽
傳
」
が
あ
る
。

⑥

一
〇
〇
四
年

⑦

「
房
山
雲
居
寺

の
石
刻
大
蔵
経
」
『
中
国
近
世
仏
教
吏

の
諾
問
題

』

第

二
部
第
十

「
遼
代

の
石
刻
続
刻
事
業
」
参

照

⑧

『中
国
征
服
王
朝

の
研
究
』
上

、第

六
章

「
遼
朝

の
肚
會

に
關
す
る

研
究
」
第
三
節
遼
代
佛

数

の
就
會

吏
的
考
察

三
六
七
頁
参

照

⑨

河
北
省
深
水
県

に
あ

っ
た
。

⑩

唐
天
宝
年
間

(
七

四
二
～
七
五
五
)

に
燕
京

に
創

設
。



125遼 代千人邑会について

⑪

道
宗
代
活

躍
。

『
繹
摩

詞
術
論
通
賛
疏
』
十
巻
、

『
科
』
三
巻
を

著
す
。

⑫

『
遼
史
』
巻

九
七

「
趙
徽
傳
」

⑬

五
代

に
始
ま

る
。

(
『
順
天
府
志
』

巻

}
六
)

⑭

「
遼
代
千
人
邑
研
究
」
『大
陸
雑
誌
』

三
五
i

五

昭
和
四
十

二
年

⑮

『補
績
高
僧
傳
』
巻

一
七

「
法
均
傳
」
太
康
元
年
寂
。
俗
姓

・
出

身

地
は
明
ら
か
で
な

い
。

⑯

右
磁
州
武
安
縣
定
奮
山
重
修
古
定
巫
日
繹
院
千
佛
邑
碑
。
天
成
四
年

九
月
九
日
建
。

…
千
佛
邑
者

、合
二
千
人

一出
レ
銭
、布

施
之

名
。
亦
日
二

千
人
邑

↓
此
碑
稻

二邑
首
都
維
那
三
人
次
維
那
十
人
↓
共
稻
二良

圖
幻

互
相
勉
導
。
逐
虞
二
郷
邑
↓
次
立
二
維
那
司
學
二其
萬
法
之
門

↓
結

二會

千
人
之
籔

喝
當
時

瓶
二
立
邑
會

幻
其
制
大
略
可
レ
見
。
遼
金
之
世

、
諸

寺
各
立
二
千
人
邑

↓見
二
於
碑
刻
者

納
未
レ
易
レ更

。
…
乃
知

7濫

二膓
干

五

螢

笹

・

⑰

『
契
丹
佛
教
文
化
史
考

』
昭
和
十

二
年

「
契
丹

の
寺
院
」

六

「
契

丹
寺
院

の
纒
濟
」
参
照

⑱

山
崎
氏

に
よ

っ
て
は
、

『支

那
中
世
仏
教

の
展
開
』
、

「
唐
代

の

義
邑

.
法
社
と
俗
講
に
就

い
て
」

『史
学
雑
誌
』

(
昭
和
十
三
年
)

四
七
編
七
号
、

「
晴
唐
時
代

に

於
け

る

義
邑
及

び

法
社

に
就

て
」

『
史
潮
』
三
巻

二
号

(
昭
和

八
年

)

那
波
氏

に
よ

っ
て
は
、

「
唐
代

の
耐
邑

に
就
き
て
」

『
史
林
』

二
三

巻

二
～

四
号
、

「
佛
教
信
仰

に
基
き
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
中
晩
唐
五

代
時
代

の
肚
邑

に
就
き

て
」

『
同
』

二
四
巻
三
、
四
号
、

の

]
連

の

論
文
が

こ
の
問
題
を
追

求
し
て

い
る
。

⑲

『塚
本
善
隆
著
作
集
』
第

二
巻

⑳

「
新
城
県
功
曹

孫
秋

生
等

二
百
人

造
像
記
」

大
代

太
和

七
年
。
新
城
県
功
曹
孫
秋
生
、
新
城
県
功
曹
劉
起
祖
。

二

百
人
等
、
敬
二
造
石
像

一
区

一。
願
國
酢
永
隆
、

三
宝
弥
顯
…
維

那
程

道
起
、
孫
竜
保
、

(
以
下
列
名

)

景
明

三
年
戯
在
壬
午
五
月
戊

子
朔

廿
七
日
造
詑
。

比
丘
慧

成
、
若

し
く

は
そ
の
協
力
者

は
古
陽
洞

の
造
窟
事
業
を
発

願
し
遂
行
す
る

に
当

っ
て
、
新
城
県
功
曹
等

の
造
像
組
合
が
、
太
和

七
年

以
来

積
み
立
て
て
来

た
造
像
基
金
を
、
彼

の
事
業

へ
寄
附

せ
し

め
、

そ
の
造
像

に
当

て
た
、

と
塚
本
氏

は
解
す

(
『
北
朝
仏
教
史
研

究
』
第

七

「
竜
門

石
窟

に
現
れ

た
る
北
魏
仏
教
」

三
四

八
頁
)
。

つ

ま
り
、
太
和

七
年

は
邑
会

の
結
成
年
と
見
る
わ
け
で
あ
り
、

氏

の
意

見

に
私

は
従

い
た
い
。

⑳

『龍
谷

大
學
論
叢
』

二
九
七

㊧

『支
那
美
術
史
彫
塑
編
』

㊧

『魏
書
』
巻

一
一
四
、

「
繹
老
志
」

曇
曜
奏
、
平
齊
戸
及
諸
民
、
有

下能
歳
輸
二
穀

六
十
斜

一
入
二
僧
曹

一者
上
、

邸
爲

二
儒
祇
戸
司
粟
爲
二
信
祇
粟

司
至
二於
倹
歳

↓
賑
二
給
飢
民
而
又
請
下

民
犯
二
重
罪

噌及
官
奴
上
、
以
爲

二佛
圖
戸

嚇
以
供
二
諸
寺
掃
洒

}。
戯
象
二

螢
田

一輸

γ
粟
。

高

宗
並
許
レ
之

。

於
レ
是
信

祇
戸
粟
及
寺
戸
、
偏
二
於

州
鎭

一　
。

⑳

こ
れ

に

つ
い
て
塚
本
氏

は
前
掲
著
作

の
第
四

「
北
魏

の
僧
祇
戸
、

仏
図
戸
」

の
中

で

「
か
か
る
制
度

は
当
時

の
北
中
国

の
実
状

に
適
応

し
、
国
家

の
政
策

に
順
応
し
た
も

の
で
あ

っ
た
」

と
述

べ
る
。

つ
ま

り
、
久

し
い
動
乱

の
後

の
人

口
稀

薄
、

土
地
荒
廃

の
最
も
甚

し
か

っ

た
北
中
國
を
統
治
す

る
北
魏

の
国
策

の
緊
急
要
事

は
、
諸
民

の
土
着

に
よ
る
人

口
の
充
実

と
農
業
生
産

の
復
興

・
労
働
力
を
総
動
員

し
て

土
地

の
生
産
力
を
で
き

る
だ

け
利
用

し
、
も

っ
て
国
富
を
充
実
し
国
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民
生
活

を
安
定
す

る
こ
と

で
あ
り
、
当
時
徒
民
政
策

も

こ
の
目
的
で

行

な
わ
れ

て
い
た
事
実

は
、
遼
代
初
期

の
仏
教
政
策
導
入

の
意
図
と

等
し

い
。
そ
し
て
氏

は
、

「
こ
の
僧
祇
戸

・
仏
図
戸
を
邑
義
邑
社
等

の
信
仰

を
紐
帯

と
す

る
団
体

の
発
達
と

の
連
関

の
上

に
考
え
て
も
よ

か
ろ
う
」
と
述

べ
る
。
山
崎
氏
も
同
様

で
あ
る
。

⑳

盛
ん
に
邑
会
が
造
営
事
業
を
行

っ
て

い
た
事

は
、
例
え
ば
龍
門
石

窟

の
記

を
当

る
と

「
邑
主
馬
振
拝
等
計
四
人
造
像
記
」
景
明
四
年

(
五
〇
三
)
、

「
邑
師

道
量
等
造
彌
勒
像
記
」
永
平

二
年

(
五
〇
九
)
、
「邑

主
孫
念

堂
等
造

像

記
」
神
亀

二
年

(
五

一
九
)
、
「
像
主
蘇
胡
仁
合
邑
十
九
人
等
造
釈

迦
像
記
」

正
光
六
年

(
五

二
五
)

な
ど

の
邑
会

の
存
在
が

知
れ
る

〔
『龍
門

石
窟

の
研
究
』
水
野
清

一
・長
廣

敏
雄
両
氏

(
昭
和

十
六
年
)

及

び
塚
本
氏
前
掲
著
書
〕
。

⑳

晴
代
義
邑

の
例
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

「
張
洪
亮
等
造
像
記
」
開
皇

十
五
年

(
五
九
五
)

『金

石
文
賊
尾
』

巻

三　

　

　

　

　

…
維
那
張
洪
亮
等
、
敬

造
二
口
光
像

一
躯

二
菩
薩

↓
上
爲

二皇
帝
陛
下

州

縣
令
長

一又
爲
二
七
世
父
母
援
及

一
切
衆

生

一、

威

同
斯

輻
後

列
維

那
孟
清
等
十
人
…

⑳

山
崎
氏

『
支
那
中
世
仏
教

の
展
開

』
第

三
部

「
佛

徒

の
肚
會
的
活

動

の
展
開
」
第
四
章

の
⇔
、
塚
本

氏

『
同
』
第

六

「
中
国

の
在
家
仏

教
特

に
庶
民
仏
教

の

一
経
典

」
を
参

照
。

⑱

「
盆
州
輻
壽
寺
繹
費

填
傳
」

『績
高
曾
傳
』
巻

二
八
を
例

に
挙
げ

る
。

　

　

…

晩

移

二
州

治

一、

住

三
嘱
壽
寺

一。

率

二働

坊

郭

一
、
邑

義

爲

レ
先

。

毎

レ

結

一二

邑

一、

必

三

十
人

。

合

二請

大

品

噴
人

別

一
巻

。

月

螢

二
齋

集

↓

各
依

レ
次
諦

。
如

レ
此
義
邑
、
乃

盈
二
千
計

幻
四
遠
聞
者
、
皆
來
造
歓
。

⑳

邑
師

の
兼
任
性

・
遊
行
性

を
示
す

例
を
挙
げ
る
。

「
法

通
傳
」

(
『
績
高
信
傳
』
巻

二
四

)

多
置

二邑
義

一。
月
別
建

レ齋
。

但
有
二
沙
門

一、

皆
延
二
村
邑

↓
或
有
レ

住
レ
宿
。
明

且
解
レ
齋
。
家
別

一
葉
、
以
爲
二
通
供
司
此
儀

不
μ
絶

、
至
レ

今
流
行
。

河
石
諸
州
、
聞
レ
風
服
レ
義
。

⑳

那
波

氏
は
、
前
掲
論
文

の
中

で
、

ス
タ
イ

ン
氏
将
来
大
英
博
物
館

蔵

の
も

の
と

フ
ラ

ン
ス
の
敦
燵
文
書
を
渉
猟
さ
れ
実
際

に
多
く

の
史

料
を
挙
げ

て
い
る
の
で
参
照

さ
れ

た
い
。

こ
こ
に
そ

の
内

の

一
つ
を

引
用
す

る
。

(
佛
國
第

三
二
二
〇
號
紙
背
文
書
)

天
立

二義
肚

一
。
以
二忠
孝

一爲
レ
先
。

六
量
和
會

。
然
可
レ
書
レ
條
。
君
子

㈱
先
思
而
後
易
。
小
人
先
易
後
難
。
決
定
之
言
。
誰
聴
百
行
訓
。
古
人

有
二
三
州
父
子

一。

五
郡
兄
弟
。

長
幼
巳
有

二薦
流
尊
卑

一。

順
二
之
範

　

　

古

豊

軌

一。
龍
沙
右
制
。
則
有

二耐

邑
之
名

一。

邊
地

土
豊
。

郷
閲
寂
切
追

　

　

　

逐

吉

く

く

く

凶
口
口
。
自
有
二
常
規

一。
輕
重
科
丞
從
來
蕎
典
。
今
巳
品
蔭
。
悉
是

高
門
君
子

、
爲
結
二
交
情

一。
瓶
二
新
肚
則

一。
乃
具
條
二
分
明

一、
義
質
二

禮
儀
幻
長
幼
有
レ
差
。
傍
犯
三

一條

一。
賓

主
掌
二
書
行

一。

⑳

呉
郡
包
山

の
紳
皓
。
律
師
越
州

の
曇

一
に
学

ぶ
。
開
元
寺

に
住
し

て
い
た
。

「
西
方
結
社
」

に
つ
い
て
は

『
宋
高
信
傳
』
巻

一
五
等

に

至

っ
て
簡
単

に
述

べ
る
だ
け

で
あ
る
。

⑫

江
州
興
果
寺

の
聯
湊
。
白
楽

天
と
親

し
か

っ
た
。

『
白
氏
文
集
』

巻

二
四

「
唐
江
州
興
果
寺
律
大
徳
漢
公
硯
銘
」
に

本
結
二
菩
提
香
火
肚
司
共
嫌
二
煩
懸
電
泡

身
鱒
不
γ
須
二
懸
懸
從
レ師

去
ハ
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先
請
西
方
作
こ
主
人

幻

⑳

貴
族
的

な
も

の
と

は
言
え
な

い
が
、
法
社

の
例
を
挙
げ

て
お
く
。

法
社

の
信
仰
重
視

の
面
が
知
れ
る

で
あ
ろ
う
。

「
華
嚴
祓
石
記
」

(
『
白
氏
文
集
』
巻

五
九
)

有
二
杭
州
龍
興
信
南
操

{。

當
二
長
慶

二
年

(
八
二
二
)
噛

請
二
験
隠
寺

僧

道
峯

一、
講
二
大
方
廣
佛
華
嚴
経

一。
至
二
華
嚴
世
界

品

一、
聞
二
廣
博

深
事

一。

操
激
喜
獲
願
、
願
二
於
白
黒
衆
中

一、

鋤
二
十
萬

人
幻
人
轄

二

華
嚴
経

一
部

一、

十
萬

人
又
勧
二
千
萬

人

一。

人
誠
二
華
嚴
輕

一
巻
一
。

毎
歳
四
季
月
、
其
衆
大
聚
會

。
於
レ
是
撮
レ
之
以
レ
祓
。
齋
之
以
レ
齋
。

自
二
二
年
夏

一、
至
二
今
年
秋

一、
凡
十
有
四
齋
。

毎
齋
操
捧

〆
香
、

脆

啓
二
於
佛

日
一、
願
三
我
來
世
生
二
華
嚴
世
大
香
水
海
上
寳
蓮
金
輸
中
既

盧
遮
那
如
來
前
司

與
二
十
萬

人
触

倶
斯
足
　
。
又
於

二
衆
中
↓
募

レ
財

置
二
良
田
十
頃

一、
戯
取
二
其
利

一、
永
給
二
齋
用

一。
予

(
白
居
易
)
前

牧
杭
州
時
、
聞
三
操
獲
二
是
願

一。
今
牧
蘇

州
時
、

見
三操

成
二是
功

一
。

操
自
抗
二
諸
蘇

一凡
三
請

二
於
予

一日
、
操

八
十

一
　
。
朝

夕
待

審
。
恐

耐
與
レ
齋
、
來
君
不
レ能

レ
織
γ
志
。

乞
爲

γ記
ン
誠

。

仰

レ無

二慶
堕

一
。

予
則
十
萬
人
中

一
人
也

。
宜
二手
レ
志
而
賛

ジ
之
。

⑭

法
社

に
つ
い
て
詳
し
く
述

べ
る
必
要

は
な

い
と
思
う
が
、
義

邑
と

法
社
を
参
考
ま
で
に
対
比
さ
せ
る
と
次

の
様
で
あ
る
。

義

邑

①
初

め
仏
像
そ

の
他
堂
塔
結

局

は
偶
像
的
な
も

の
に
対
す
る
信

仰
を

】
に
す
る
所

か
ら
、
そ

の

造
営
を
機
縁
と
し
て
育
成
さ
れ

た
。

法

社

①
相
当
の
義
解
の
下
に
そ
の
祈

願
達
成
の
た
め
所
定
の
所
を
修

め
ん
と
す
る
所
に
同
志
の
結
成

を
見
た
。

②
構
成

員

は

一
般

に

庶

民

在

家
。
大
多
数
直
接
生
産
業
に
従

事
す

る
者
↓
仏
教
的
教
義

に
お

い
て

一
段
高

い
邑
師

の
法
施

・

指
導
が
必
要
。

③
現
世
利
益
的
願
望
を
持

つ
。

④
血
縁
な

い
し
地
縁
的
制

約
。

団
結

の
要
素

に
し
ば
し
ば
不
純

が
あ
る
。

⑤

成
立
時
期
は
五
胡

紛
乱

の
後

統

一
し
た
北
魏
初
期
。

⑥
現
実

国
家

に
対
す
る
喜

び
、

国
主

の
長
久
を
祈
願

す
る
気
持

が
あ
る
↓

世
間
的
な
も
の
と
の

協
調

を
許
す
。

②
本
来
貴
族
大
官
有
閑
階
級
の

在
家
と
若
干
の
出
家
↓
専
門
的

教
化
師
は
特
に
必
要
で
は
な

い
。

③
戒
律

主
義
が
濃
厚
。

④

比
較
的
自
由
。
純
粋

な
宗
教

心
。

⑤

比
較
的
平
和
な
、
国
家
的
理

想
を
失

い
著

し
く
遁
世
的

に
な

っ
た
南
方
東
晋
。

⑥

王
権

の
存
在

に
殆
ど
無
関
心

↓

一
定

の
節
度

・
社
誠
と
相
容

れ

ぬ
者

は
受
容
し
な

い
。

⑳

顕
徳
二
年

(遼
穆
宗
応
暦
五
年
)

⑳

五
三
九
年
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参
考
文
献

隔
覧

o
遼
代

の
邑
会
に

つ
い
て

「
遼
代

の
邑
会

に
つ
い
て
」

(
『
遼
金

の
佛

教
』

野
上
俊
静

平
楽

寺

書
店

一
九
五

三
年
)

「
遼
代
千
人
邑
研
究
」
(
『
大
陸
雑
誌
』

三
五
ー

五

王
吉
林

一
九

六

七
年
)

・
石
経
山
雲
居
寺

の
研
究

に
つ
い
て

「
房

山
雲
居
寺

の
石
刻
大
蔵
経
」

(
『
中
国
近
世
仏
教
史

の

諾
問
題
』

『
塚
本
善
隆
著
作
集

』
第

五
巻

塚
本
善
隆

大
東
出
版
社

一
九

七

五
年
)

。
遼
以
前

の
邑
会

の
研
究
に
参

考
に
な
る
も
の

『
北
朝
仏
教
史
研
究
』

(
『
塚
本
善
隆
著
作
集
』

第

二
巻

一
九
七
四

年
)

「
北
魏

に
於

け
る
佛
教
敏
團
獲
達
に
就

て
」

(
『龍
谷
大

學
論
…叢
』

二

九

二

高
雄
義
堅
)

『支
那
中
世
仏
教

の
展
開
』

(
山
崎
宏

)

「
唐
代

の
義
邑

・
法
社

と
俗
講

に
就

い
て
」

(
『
史
学
雑
誌
』

四
九
ー

七

山
崎
宏

一
九
三
八
年
)

「
晴

唐
代

に
於

け
る
義
邑
及
び
法
社

に
就

て
」
(
『史

潮
』

三
ー

二

山

崎
宏

一
九

三
三
年
)

「
唐
代

の
肚
邑

に
就
き

て
」

(
『
史
林
』

二
三
巻

二
～

四

那
波
利
貞

】
九

三
八
年
)

「
佛
敏
信
仰

に
基
き
て
組
織

せ
ら
れ
た
る
中
晩
唐

五
代
時
代

の
肚
邑

に

就
き
て
」

(
『
同
』

二
四
巻

那
波

利
貞

一
九

三
九
年
)

。
遼
代

の
仏
教
に

つ
い
て

『
遼
金

の
佛

教
』

(前
掲
)

の
遼
代
篇

「
契

丹
佛

教
獲
展
考
」

(『
大
陸
雑
誌
』
第
十

八
巻

第
四
期

韓
道
誠

一
九

五
九
年
)

「
遼

の
佛
敏
」

(
『
史
潮
』

二
ー

二

常
盤

大
定

一
九
三

二
年
)

『契
丹
佛
敏
文
化
史
考
』

(
神
尾
弍
春

満
洲
文

化
協
會

一
九
三
七

年
)

・
遼
代

の
研
究

(
政
治

・
制
度
)

『
中
國
征
服

王
朝

の
研
究
』

上

(
田
村
實
造

東
洋
史
研
究
会

一
九

六
四
年
)

・
通
史

・
概
説
と
し

て

「
内
陸

ア
ジ

ア
世
界

の
展
開
-

総

説
」
(
『岩

波
講
座

世
界

歴
史

』
9

護
雅
夫

岩

波
書
店

一
九
七

一
年
)

『
征
服
王
朝

の
時
代
』

(
『
新
書
東
洋
史

・
現
代
新
書
』

③

竺
沙
雅

章
講
談
社

一
九

七
七
年
)

『仏
教
史
概
説
』
中
国
篇

(
野
上
俊
静
ら

平
楽
寺
書

店

一
九
七
六

年
)

〔
付
記
〕
本
稿

は
昭
和

五
五
年

度

に
提
出
し
た
卒
業
論
文
で
あ
る
。


